
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

はじめに 

 2011 年改正された介護保険法に地域包括ケアシステム構築の方針が出されて以来、それを

実現すべく様々な制度が出来てきました。その中の１つに介護保険のサービス体系として新

設された地域密着型サービスがあります。そのサービスの種類として看護小規模多機能型居

宅介護（看多機）が登場しました。介護保険でカバーされるサービス体系は、訪問系、通所

系、短期入所系、入所系、施設系等、サービスを受ける形態によって事業所が独立してお

り、いわゆる縦割りの構造となっていました。しかし、看多機は、訪問・通所・入所のサー

ビスが１つの事業所で提供され、かつ看護も介護も提供されるという画期的なサービス体系

といえます。 

 高齢者の特徴として環境変化への適応力の低下が挙げられ、環境が変わるとせん妄が発症

したり、認知症の行動・心理症状（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: 

BPSD）が悪化しやすくなります。そのため、例えば、普段は通所系のサービスを受けてい

るが、一時的に短期入所する等の状況が生じた場合、利用者である高齢者はサービス形態の

変更に伴い、利用する事業所を変更しなくてはいけないこととなります。慣れていない職員

と接することにより高齢者の不安が増し BPSD の症状が悪化することにより、事業所の職員

の負担も増大するという悪循環が生じます。看多機では、高齢者や家族の状況やニーズによ

ってサービス形態を柔軟に変更できるとともに、サービス形態が変更しても同じ事業所であ

るので、同じ職員からサービスを受けることができるという安心感があります。 

 現在、医療福祉介護業界は新型コロナウイルス感染症に翻弄されており、感染拡大予防の

ため、通所サービスの休止を余儀なくされている事業所も多く、通所サービスで引き受けて

いた利用者のニーズにどのように対応するか課題となっているところも多いですが、看多機

では通所サービス対象者を訪問に切り替える等で利用者のニーズを継続して満たしている事

例もみられています。そのため、各地域の介護サービス事業所は看多機と連携し、該当地域

に住む高齢者のニーズを満たすということも可能と考えます。このように地域に住む高齢者

のニーズを地域全体で支えるため、看多機事業所数の増加が求められるところです。しか

し、利用者からみると柔軟な対応ができる分、運営の難しさもあります。この報告書は、現

在、実際に看多機を運営している好事例の管理者等を対象に調査し、ノウハウといえる部分

を抽出することを目的として作成しました。看護職も介護職も対象となる利用者中心にサー

ビスを提供する専門職として教育を受けています。この報告書が地域のニーズを満たす看多

機の新設に貢献し、そこで勤務する看護職・介護職がいきいきと地域に住む高齢者へサービ

スを提供できる環境が整備されることを祈念いたします。 
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【要旨】 

１．背景と目的 

 我が国の「団塊世代」が 85 歳以上となる 2035 年以降、要介護者の増加、とりわけ

中重度者の増加が見込まれている。2040 年には死亡者数がピークに達するため、2040

年に向けて、量的な観点からも増大する要介護者への対応、特に看取りへの対応が課

題となる。 

 また、今後は単身高齢者の増加や生活課題の複合化も大きな課題となる。社会参加

の意識が近年高まっているとはいえ、地域とのつながりが希薄な人や、支援やサービ

スにアクセスできないまま、公的サービスが介入する時には多様な生活課題を抱えて

いるケースも少なくない。 

 こうした人口推計を踏まえ、看護小規模多機能型居宅介護（以下、「看多機」という。）

は、「看護」「介護」「通い」「訪問」「泊まり」「ケアマネジメント」を一体的に提供す

るサービスであり、中重度の医療ニーズを有する利用者、看取り期にある利用者を支

えるサービスとして重要な役割と期待が寄せられている。 

 さらに、地域包括ケア研究会の報告書において、医療と介護は 2040 年までには「連

携（Linkage）」から「協調（Coordination）」または「統合（Full integration）」への移行

を目指していくべきであると示されていることからも、「看護」「介護」「通い」「訪問」

「泊まり」「ケアマネジメント」など、必要なサービス資源がひとつの事業体のもとで

提供され、「統合（Full integration）」に近い形態である看多機は、地域包括ケアシステ

ムの深化に大きく貢献するといえる。 

 しかしながら、看多機は、サービス創設から８年目を迎えるものの、平成 30 年８月

末時点で全国の事業所数は 492 事業所（厚生労働省老人保健課調べ）と第７期介護保

険事業計画のサービス見込み量確保には至っていないのが現状である。 

 看多機の利用者に対するサービス提供は、中重度の医療ニーズを有する利用者を想

定しており、容態が安定しない者への対応も含め柔軟なケアマネジメントが求められ

る。一方、要介護高齢者の増加に反して、労働生産人口は減少の局面を今後迎えるこ

ととなり、安定的なサービス提供の体制確保は急務である。医療・介護サービスの質

を担保し、開設事業所が安定的にサービス提供を行うためのノウハウは、前述の社会

的背景からも看多機の管理者を支援する必要な資源の一つと考える。 

 

 そこで、本事業においては、計画的な事業所開設から利用者への安定的なサービス

提供、従事者の勤務管理や労働環境調整、事業の経営管理に向けた経営マネジメント

手法に関する手引きの作成を行った。また、作成された手引きを関係団体や自治体等

へ広く周知し、第７期介護保険事業計画の遂行に資する成果の創出を目指した。 
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２．実施体制 

（１）検討委員会の設置 

 本事業の実施にあたり、看多機の管理者、訪問看護管理者のコンピテンシーに精通

した有識者、経営コンサルタント等７名から構成される検討委員会を設置し、計４回

にわたり検討を行った。 

 また、手引き作成に係る部会（検討委員会委員等から構成）を設置し、計５回にわ

たり手引きの構成・内容等に関する検討を行った。 

 

 

３．実施方法・内容 

１）看多機のサービス提供やマネジメント等の管理業務に関するインタビュー調査 

（１）事前インタビュー及び本インタビュー 

 看多機の経営管理、質管理、従事者の管理・人材育成、多職種連携、ケアマネジメ

ント、リスクマネジメント等に関する課題と改善策に係る仮説を立てることを目的と

して４看多機事業所に対して事前インタビューを行い、さらにより深堀りすることを

目的とし、４看多機事業所に対して本インタビューを実施した。 

 

（２）グループインタビュー 

 全国の看多機のうち過去の文献や厚生労働省ホームページで掲載されている好事例

を作為的に 20 カ所抽出した上で、「組織作りと人材採用」「利用者確保と地域活動」

「利用者・家族との関係構築と QOL/QOE を高める仕組み」「経営理念・事業理念と人

材育成」「管理者と経営管理・運営管理」の５テーマを設定し、フォーカスグループイ

ンタビュー調査を実施した。 

 また、抽出した 20 カ所の事業所については、「看護小規模多機能型居宅介護事業所

の概況調査」として自記式アンケート調査を実施した。 

 

２）生産性を向上し、効率的・効果的に安定的なサービス提供へ向けたマネジメント

に関する管理的手法の検討と手引きの作成 

 前項のインタビュー調査等の結果に基づき、経営管理、質管理、従事者の管理・人

材育成、多職種連携、ケアマネジメント、リスクマネジメント等に関する課題を抽出

し、その検討結果をもとに「看多機管理者のための経営・マネジメントの手引き」を

作成した。 
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３）管理者研修の企画 

 看多機の安定的な運営を支援するため、本事業において作成した「看多機管理者の

ための経営・マネジメントの手引き」を活用した「看護小規模多機能型居宅介護実務

者の経営・運営マネジメント研修会」を企画し、127 名の応募があった（但し、新型

コロナウイルスの感染拡大防止の社会的情勢に鑑み、中止とした）。 

開催日時：令和２年２月 29 日（土） 

会  場：CIVI 研修センター日本橋 

対  象：看護小規模多機能型居宅介護の管理者や従事者等 

 

４）事業成果の普及 

 作成した手引きについては、当協会のホームページ上で公開するとともに、印刷物

を下記の宛先に配布し、事業成果の周知を行った。 

 

 ・都道府県の介護保険課 

・都道府県の訪問看護ステーション協議会等 

・都道府県看護協会 

・研修会受講予定者 

 ・インタビュー協力者 

 ・厚生労働省 等 
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４．まとめ 

１）看護職と介護職の相互理解の促進：管理者の役割として 

 看多機事業所においては、従事する看護職と介護職の連携が非常に重要である。し

かしながら、日常の業務において、介護職は利用者の生活面からの視点、看護は症状

面からの視点に拠るサービス提供に偏りがちになることもある。 

 そのため、管理者は、利用者に不利益を生じさせることがないよう、看護職と介護

職の間の意識の齟齬が大きくなる前に、それぞれの職能を正しく評価した上で、ケア

マネジャーも含めたスタッフ間のバランスをとることが必要になる。また、単なる情

報の共有だけではなく、職能の相互理解を通じたスタッフの一体感を醸成することが

求められる。 

 人材育成においては、「看護」「介護」「通い」「訪問」「泊まり」「ケアマネジメント」

など、必要なサービス資源がひとつの事業体のもとで提供される看多機事業所ならで

はの、いずれかに偏ることのない業務の達成基準等を検討し、適切に評価することも

重要である。また、交渉力、病態評価力等を有する次世代のリーダーを育成するとと

もに、事業所理念の確実な承継を行うことも期待される。 

 また、事業所内部で全てを解決しようと思うことなく、地域の外部資源の積極的な

活用の視点を持ち、外部機関等との良好な関係性を構築することが求められるところ

である。 

 

２）看多機事業所の増加に向けて 

 今後、訪問看護ステーションや小規模多機能介護事業所を経ずに看多機事業所を開

設する事業者の増加が見込まれる中、看多機事業所の増加を確実に促すためにも、複

雑すぎる現行の開設要件や報酬算定ルール等の簡素化を進めるとともに、わかりやす

い Q＆Ａ等の作成を行う必要がある。また、今回の調査から明らかになった制度に対

する課題は、さらに実態把握をしたうえで、利用者や家族など地域のニーズに対応で

きるサービスになるよう、介護報酬改定時に要望として提案する必要がある。 

 

３）看多機の魅力の発信 

 本手引きは、先駆的に運営を行っている看多機事業所の運営上の様々な工夫を盛り

込み、これから看多機を開設しようと考える方にもわかりやすいものとして作成した。 

 本手引きの普及によって、看多機事業所の運営における地域格差、情報格差の是正

が期待されるとともに、看多機ならではのフレキシブルな運営方法等について参考に

なるものと期待している。当協会では、今後も、本手引きの普及啓発に努めるととも

に、看多機の魅力を伝えるべく、内容の更新等も検討していくことを予定している。 
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２．実施体制 

１）検討委員会の設置 
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委員長 叶 谷 由 佳  横浜市立大学医学部看護学科老年看護学領域教授・看護

学科長 

委 員 石 塚 秀 俊  アクセンチュア株式会社 公共サービス・医療健康本部 

             シニア・プリンシパル 

    小 菅  勉   複合型サービスふくふく寺前 介護支援専門員 

    髙 砂 裕 子  全国訪問看護事業協会 常務理事 

    沼 崎 美津子  看護小規模多機能型居宅介護事業所 在宅看護センター 

             結の学校 南東北福島訪問看護ステーション結 所長 

    秦  実千代   坂町ミモザの家 管理者 

    堀 川 尚 子  日本看護協会 社会保険・調査研究担当専門職 

（敬称略・五十音順） 

 

事務局 清 崎 由美子  全国訪問看護事業協会 事務局長 

    吉 原 由美子  全国訪問看護事業協会 業務主任 

    井 上 多鶴子  全国訪問看護事業協会 

    倉 地 沙 織  全国訪問看護事業協会 

 

 

２）検討委員会の開催日程 

 【第１回】 ８月 ８日（木）10:00～12:00 

 【第２回】 ９月 11 日（水）10:00～12:00 

 【第３回】 12 月 ４日（水）10:00～12:00 

 【第４回】 ３月 16 日（月）15:00～17:00 
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３．実施方法・内容 

１）看多機のサービス提供やマネジメント等の管理業務に関するインタビュー調査 

（１）事前インタビュー及び本インタビュー 

 看多機の経営管理、質管理、従事者の管理・人材育成、多職種連携、ケアマネジメ

ント、リスクマネジメント等に関する課題と改善策に係る仮説を立てることを目的と

して下記の事業所に対して事前インタビューを行い、より深堀りを目的とした本イン

タビューを実施した。 

 

図表 1-3-1 事前インタビューの対象事業所 

事業所名 所在地 

在宅看護センター 結の学校 福島県 

看護小規模多機能型居宅介護さんしょう 千葉県 

わいは 東京都 

原土井複合サービス 福岡県 

 

図表 1-3-2 本インタビューの対象事業所 

事業所名 所在地 

看護小規模多機能型居宅介護さんしょう 千葉県 

複合型サービスふくふく寺前 神奈川県 

かえりえ西明石 兵庫県 

原土井複合サービス 福岡県 

 

 

（２）グループインタビュー 

 全国の看多機のうち過去の文献や厚生労働省ホームページで掲載されている好事例

を作為的に 20 カ所抽出した上で、「組織作りと人材採用」「利用者確保と地域活動」

「利用者・家族との関係構築と QOL/QOE を高める仕組み」「経営理念・事業理念と人

材育成」「管理者と経営管理・運営管理」の５テーマを設定し、フォーカスグループイ

ンタビュー調査を実施した。 

 また、抽出した 20 カ所の事業所については、「看護小規模多機能型居宅介護事業所

の概況調査」として自記式アンケート調査を実施した。 
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図表 1-3-3 グループインタビューのテーマ及び対象事業所 

テーマ 事業所名 所在地 

組織作りと人材採用 複合型サービスじゃんけんぽん観音寺 群馬県 

むすんでひらいて 千葉県 

ウィル戸塚ステーション 神奈川県 

看護小規模多機能型居宅介護 三丁目の花や 福岡県 

利用者確保と地域活動 ナーシングホーム岡上 神奈川県 

看護小規模多機能型居宅介護リガレッセ 兵庫県 

原土井複合型サービス 福岡県 

看護小規模多機能型居宅介護上村座 福岡県 

利用者・家族との関係構築と

QOL/QOE を高める仕組み 
看護小規模多機能型居宅介護さんしょう 千葉県 

複合型サービスふくふく寺前 神奈川県 

看護小規模多機能ホームくわのみ 岐阜県 

看護小規模多機能型居宅介護すぴか☆くるめ 福岡県 

経営理念・事業理念と人材育

成 
坂町ミモザの家 東京都 

看護小規模多機能型居宅介護ケアホーム希望 東京都 

かえりえ用賀 東京都 

あこもけあ箱根 神奈川県 

管理者と経営管理・運営管理 富谷複合型サービス事業所あおい 宮城県 

在宅看護センター 結の学校 福島県 

複合型小規模多機能 ほっとの家 島根県 

ケアステーション野の花 佐賀県 

 

図表 1-3-4 グループインタビュー対象事業所に対するアンケート調査項目 

区分 主な調査項目 

事業所の概要 ・介護保険における訪問看護事業所の指定の有無、利用者数 
・居宅介護支援事業所の指定の有無 
・共生型サービスの指定の有無 
・基準該当サービスの指定の有無 
・看多機事業所開設前の事業実施状況 
・収支の状況 

・理念や基本方針・運営状況の職員への周知に係る取組状況 
・看多機事業所の運営上の課題 
・運営上の工夫点 
・看多機の役割・機能 
・看多機の経営・運営上の難しさ 

職員体制 ・管理者の職種 
・職種別職員数 
・登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者としての登録の有無 
・喀痰吸引等の業務の認定特定行為業務従事者数 
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区分 主な調査項目 

介護支援専門員 ・介護支援専門員の勤務形態、兼任の場合の兼務先 
・介護支援専門員の役割 

・看多機の介護支援専門員に求める役割、実際の役割と求める役割に違いがあ

る場合の理由 

利用者の状況等 ・登録定員、登録者数 
・１カ月間の利用者数、延べ利用者数 

・利用登録者の要介護度 
・利用登録者の障害高齢者の日常生活自立度 
・利用登録者の認知症高齢者の日常生活自立度 
・がん終末期、がん以外の終末期、神経難病、小児（18歳未満）、退院１カ月以

内に該当する利用者数 
・特別な医療処置を実施した利用者数 
・訪問看護指示書が発行された利用者数 

加算の算定状況 ・認知症加算または若年性認知症利用者受入加算の算定利用者数 
・特別管理加算の算定利用者数 
・看護体制強化加算の算定利用者数 
・訪問体制強化加算の算定利用者数 
・総合マネジメント体制強化加算の算定利用者数 

・１年間の死亡者数、（うち）ターミナルケア加算（介護保険）の算定利用者数

、（うち）医療保険のターミナルケア療養費の算定利用者数 

研修の状況 ・管理者の「マネジメント（経営や人材育成等）」に関する研修の受講の有無、

研修の対象 

・従事者の研修機会は年間回数、従事者の研修に係る工夫点 
・e-learningを活用の有無 

地域との関わり等 ・地域との関わり、特に工夫している取組 
・地域の医療機関や介護サービス事業者等との連携において特に工夫している

取組 

 

 

２）生産性を向上し、効率的・効果的に安定的なサービス提供へ向けたマネジメント

に関する管理的手法の検討と手引きの作成 

 前項のインタビュー調査等の結果に基づき、経営管理、質管理、従事者の管理・人

材育成、多職種連携、ケアマネジメント、リスクマネジメント等に関する課題を抽出

し、その検討結果をもとに「看多機管理者のための経営・マネジメントの手引き」を

作成した。 
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３）管理者研修の企画 

 看多機事業者の安定的な運営を支援するため、本事業において作成した「看多機管

理者のための経営・マネジメントの手引き」を活用した「看護小規模多機能型居宅介

護実務者の経営・運営マネジメント研修会」を企画し、127 名の応募があった（但し、

新型コロナウイルスの感染拡大防止の社会的情勢に鑑み、中止とした）。 

 

開催日時：令和２年２月 29 日（土） 

会  場：CIVI 研修センター日本橋 

対  象：看護小規模多機能型居宅介護の管理者や従事者等 

 

図表 1-3-5 研修会のプログラム 

 

 

４）事業成果の普及 

 作成した手引きについては、当協会のホームページ上で公開するとともに、印刷物

を下記の宛先に配布し、事業成果の周知を行った。 

 

 ・都道府県の介護保険課 

 ・都道府県の訪問看護ステーション協議会等 

・都道府県看護協会 

・研修会受講予定者 

 ・インタビュー協力者 

 ・厚生労働省 等  
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第２章 看多機のサービス提供やマネジメ 

ント等の管理業務に関するインタ

ビュー調査 





第２章 看多機のサービス提供やマネジメント等の管理業務に関す

るインタビュー調査 

１．事前インタビューの実施 

１）インタビュー対象事業所 

 看多機の経営管理、質管理、従事者の管理・人材育成、多職種連携、ケアマネジメ

ント、リスクマネジメント等に関する課題と改善策に係る仮説を立てることを目的と

して下記の事業所に対して事前インタビューを実施した。 

 

図表 2-1-1 事前インタビューの対象事業所 

事業所名 所在地 

在宅看護センター 結の学校 福島県 

看護小規模多機能型居宅介護さんしょう 千葉県 

わいは 東京都 

原土井複合サービス 福岡県 

 

 

２）インタビューの結果 

 事前インタビューの結果、看多機経営における優れた資質に関する項目として下記

が得られた。 

 

図表 2-1-2 事前インタビューにおいて把握された特長のある項目① 
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図表 2-1-3 事前インタビューにおいて把握された特長のある項目② 

 
 

 

２．本インタビューの実施 

１）インタビュー対象事業所 

 看多機の経営管理、質管理、従事者の管理・人材育成、多職種連携、ケアマネジメ

ント、リスクマネジメント等に関する課題と改善策に係る仮説を立てることを目的と

して下記の事業所に対して、より深堀りを目的とした本インタビューを実施した。 

 

図表 2-2-1 本インタビューの対象事業所 

事業所名 所在地 

看護小規模多機能型居宅介護さんしょう 千葉県 

複合型サービスふくふく寺前 神奈川県 

かえりえ西明石 兵庫県 

原土井複合サービス 福岡県 
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２）インタビューの結果 

 本インタビューの結果、グループインタビューの質問項目として「組織作りと人材

採用」「利用者確保と地域活動」「利用者・家族との関係構築と QOL/QOE を高める仕

組み」「経営理念・事業理念と人材育成」「管理者と経営管理・運営管理」の各テーマ

ごとに下記の純粋想起、助成想起を設定した。 

 

図表 2-2-2 純粋想起、助成想起の内容≪組織作りと人材採用≫ 

 
 

図表 2-2-3 純粋想起、助成想起の内容≪利用者確保と地域活動≫ 
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図表 2-2-4 純粋想起、助成想起の内容≪利用者・家族との関係構築と QOL/QOE を高める仕組み≫ 

 
 

図表 2-2-5 純粋想起、助成想起の内容≪経営理念･事業理念と人材育成≫ 
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図表 2-2-6 純粋想起、助成想起の内容≪管理者と経営管理・運営管理≫ 
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３．グループインタビューの実施 

１）インタビュー対象事業所 

 全国の看多機のうち過去の文献や厚生労働省ホームページで掲載されている好事例

を作為的に 20 カ所抽出した上で、事前インタビュー及び本インタビューの結果を踏

まえて「組織作りと人材採用」「利用者確保と地域活動」「利用者・家族との関係構築

と QOL/QOE を高める仕組み」「経営理念・事業理念と人材育成」「管理者と経営管理・

運営管理」の５テーマを設定し、フォーカスグループインタビュー調査を実施した。 

 また、抽出した 20 カ所の事業所については、「看護小規模多機能型居宅介護事業所

の概況調査」として自記式アンケート調査を実施した。 

 

図表 2-3-1 グループインタビューのテーマ及び対象事業所 

テーマ 事業所名 所在地 

組織作りと人材採用 複合型サービスじゃんけんぽん観音寺 群馬県 

むすんでひらいて 千葉県 

ウィル戸塚ステーション 神奈川県 

看護小規模多機能型居宅介護 三丁目の花や 福岡県 

利用者確保と地域活動 ナーシングホーム岡上 神奈川県 

看護小規模多機能型居宅介護リガレッセ 兵庫県 

原土井複合型サービス 福岡県 

看護小規模多機能型居宅介護上村座 福岡県 

利用者・家族との関係

構築と QOL/QOE を高

める仕組み 

看護小規模多機能型居宅介護さんしょう 千葉県 

複合型サービスふくふく寺前 神奈川県 

看護小規模多機能ホームくわのみ 岐阜県 

看護小規模多機能型居宅介護すぴか☆くるめ 福岡県 

経営理念・事業理念と

人材育成 
坂町ミモザの家 東京都 

看護小規模多機能型居宅介護ケアホーム希望 東京都 

かえりえ用賀 東京都 

あこもけあ箱根 神奈川県 

管理者と経営管理・運

営管理 
富谷複合型サービス事業所あおい 宮城県 

在宅看護センター 結の学校 福島県 

複合型小規模多機能 ほっとの家 島根県 

ケアステーション野の花 佐賀県 
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２）インタビューの結果 

 グループインタビューの結果を踏まえ、手引き作成に係る部会（検討委員会委員等

から構成）において計５回にわたり検討を行い、「管理者の役割と心構え」「経営理念・

事業理念」「組織づくり」「経営管理・運営管理」「人材確保」「人材育成」「利用者確保」

「看多機における利用者家族との関係構築」「看多機ならではの QOL/QOE の向上」

「地域づくり」「開設準備」のテーマ設定を行い、手引きの構成を検討した。 

 また、序章として「地域包括ケアシステムにおける看多機の役割」「看多機の特徴と

魅力」「看多機利用者の特徴」に触れ、手引きが管理者のサポートとなることを伝える

こととした。 

 

図表 2-3-2 グループインタビューの結果等を踏まえた手引きの構成 

大項目 中項目 内 容 

管理者の役割と

心構え 
１．役割 １．経営理念・事業理念 

２．組織づくり 
３．経営管理・運営管理 
４．人材採用 
５．人材育成 
６．利用者確保 
７．利用者家族との関係構築 
８．QOL/QOE を高める仕組み 
９．地域づくり 

２．心構え ケアの質を高め、さらには、法令の遵守、スタッフの働きやすさ、利用者・

家族の満足度、「黒字」になる戦略などにも目を向けていくという「バランス

感覚」、無理をしない運営が重要。⇒安全で継続的なケアが提供できる組織の

実現につながる。 

経営理念・事業

理念  

１．理念の意義・重要性 理念の意義「組織の軸をつくる」「スタッフのモチベーションの維持・向上」

「社会・地域からの信頼を得る」 

２．理念の策定 理念の策定には、「Mission（使命・存在意義）」「Vision（目指す姿・目標）」

「Value（判断基準・価値観）」「Way（行動指針）」の４つの要素を重視。 
理念は策定するだけでなく、浸透させることに意味がある。そのためには、

スタッフと一緒に策定、誰にでもわかりやすく共感されやすいものにする。

さらに、見直し、振り返りをすることが大切。 

３．理念の浸透 スタッフ向け、利用者・家族向け、地域向け、それぞれに浸透させる必要が

ある。理念の貼りだし、唱和、重要事項説明書に掲載等の具体的な方法を提

示する。 

４．運営ツールとしての理念の活用 

 スタッフに対する理

念の活用 
採用面接、入職時のオリエンテーション、新人研修、日々の業務、スタッフ

研修、人材育成、各種会議、カンファレンス、組織作り、地域行事への参加

など。理念はスタッフに向け、あらゆる場面で活用。 
理念がもたらす効果 
・看護スタッフと介護スタッフが互いを尊重 
・スタッフが同じ方向を向くことができる 
・多彩なサービスや多職種統合の「共通言語」 
・離職防止 

 利用者・家族に対す

る理念の活用 
理念により、事業所の方針を理解してもらった上で利用してもらう。「利用

者、家族、スタッフが同じ方向を向くことができる」という理想的な看多機の

環境が実現できる。 

 地域に対する理念の

活用 
自事業の理解を図る。説明会、運営推進会議、広報誌にて理念を伝える機会

をつくる。 
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大項目 中項目 内 容 

組織づくり １．看多機における組織

づくり 
管理者がリーダーシップをとって組織づくりを行う。 
効果のあった組織づくりの施策 
・運営ツールとしての理念の活用 
・管理者以外の主任・リーダーの配置 
・スタッフ間の相互理解促進 
・モチベーションの維持・向上 
・研修制度・新人スタッフのフォローアップ 
・経営状況・運営の周知 
・ケアプランの調整  

２．運営ツールとしての

理念の活用 
「２章経営理念・事業理念」参照 

３．管理者以外の主任・

リーダーの配置 
管理者は、スタッフの心身状況の把握、相談しやすい雰囲気づくりなど、ス

タッフの一人ひとりに深くかかわることが必要。 
同時に管理者がいなくても運営できる体制を作るために、管理者の役割を補

完できる主任やリーダーなどを配置することが有効。 

４．スタッフ間の相互理解促進 

  相互理解のための組

織的施策 
「一緒に情報共有」「一緒にケアを実施する機会を持つ」「一緒に勉強会や事例

検討の機会をもつ」 

  看護スタッフと介護

スタッフの役割をど

こまで明確化するか 

どこまで役割を明確化するか、メリット・デメリットを示す。 

５．モチベーションの維

持・向上 
モチベーションの維持・向上の課題と具体的な施策。 

６．研修制度の導入、新

人スタッフのフォローア

ップ 

「人材育成」参照 

７．経営状況・運営状況

の周知 
数字とともにスタッフの頑張りや感謝を伝えることが有効。 
どこまでスタッフに周知するか事例を用いる。 

８．ケアプランの調整 

  課題と工夫 課題と具体的な施策 
・ケアマネの職種や経験により違いがある。看護：生活全般をみれている

か、介護：医療の面をみれているかのフォローが必要。 
・ケアプランはケアマネジャーだけで作るのではなく、介護スタッフ・看護

スタッフとの話し合いの上で作成し、 終判断は管理者が 終判断をするこ

とで、利用者にとって適正なケアプラン作成を行う。このことはスタッフの

モチベーションの低下・疲弊防止にもつながる。 

  ケアマネジャーの役

割 
アンケートから得られたケアマネジャーの役割 

  居宅サービス計画と

看護小規模多機能型

居宅介護計画の作成 

「居宅サービス計画」と「看護小規模多機能型居宅介護計画」（個別援助計画）

のサンプル例 

経営管理・運営

管理 
１．看多機における経営

管理・運営管理とは 
登録者の上限があること、さらに、医療ニーズが高い利用者、終末期にある

利用者が多いという看多機の特徴から、「利用者の入れ替わりが多い」「利用

者の確保が難しい」といった課題がある。 
安定した経営・運営のためには、理念・基本方針を基にした経営戦略、経営

（事業）計画の策定、さらに、経営（事業）計画の評価・見直しが重要。 

２．理念・基本方針を基

に経営戦略を考える 
スタッフの行動指針となる目標を策定するために、経営戦略を考える必要が

ある。自事業所の内部環境（人材、設備、財務状況など）と外部環境（市場動

向や社会状況など）を把握し、自事業所の強みや弱みなども分析した上で、理

念の実現のために達成していくべき目標を立てる。 

３．経営戦略を基に具体

的な経営（事業）計画を考

える 

経営（事業）計画は、スタッフと共有できる、組織がまとまる、信頼が高まる

といった効果がある。抽象的なものではなく、誰もが理解できて取り組むこ

とができる具体的なものである必要がある。 
具体例を紹介 

  看多機事業所が掲げ 看多機の年間目標で 重要となるのが「登録者数」。自事業所の利用者の要介
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大項目 中項目 内 容 

る経営管理・運営管

理の指標 
護度や加算の特徴を考慮しながら損益分岐点を算出し、 低限確保しなけれ

ばならない登録者数のラインを設定する。 

４．経営（事業）計画をど

う評価・見直しをするか 
月次など定期的な評価と見直しが必要。いくつかのツールを紹介。 
○看多機利用者月間予定表 
○利用者状況一覧表 
○年度予算実績表 

５．スタッフへの周知 「組織作り」参照 

人材確保  １．看多機における人材

確保とは 
「介護スタッフが集まらない」「看護スタッフの確保が困難」「常勤の介護スタ

ッフが不足している」「スタッフが定着しない」などの課題がある。看多機に

おいては、医療ニーズの高い利用者を通い・宿泊・訪問で支える看多機にお

いて、そのスタッフには高度な能力が求められる。 

２．必要な人材像の検討 自事業所にとって必要な人材、あるいは、採用したい人材像を検討し、採用

に活かす。 

３．必要な人材へのアプ

ローチ方法 
・ ハローワーク 
・ Web による人材広告 
・ リファーラル採用 
・ 広報誌（自法人） 
・ 学校（高校、専門学校、大学） 
・ 利用者の家族 など 

４．採用時の具体的施策 面接時は理念を説明。見学やボランティア体験、同行訪問を組み入れること

は有効。 

５．採用後のフォロー 採用して間もないスタッフは不安が大きい。特に介護スタッフは医療ニーズ

の高い利用者を相手に各種ケアを、通い・泊まり・訪問といった複数のサー

ビス形態に対応する必要があり、その不安はとても大きい。そうした介護ス

タッフの不安軽減のための取り組みが必要。 
① 相談体制の構築 
② 訪問看護への同行 
③ OJT の実施 

６．採用ターゲットの幅

を広げる 
生徒・学生、障がい者、障がい児の親、プラチナ（シニア）看護師、無資格

者・外国人、地域住民 

人材育成  １．人材育成施策 効果のあった人材育成の施策 
・スタッフごとの年間育成計画と評価 
・OJT 研修 
・各種外部研修の受講 
・事業所内または法人内研修の受講 
・各種マニュアルによる育成 
・e-ラーニングの活用 
・教育担当者の配置 

２．スタッフごとの年間

育成計画と評価 
スタッフ一人ひとりが目標を立て、それを基に育成計画を立てることが必

要。さらに、半期に一度は面談等で目標の到達状況の確認を行う。 
○個別レポートに基づき、個別計画を立てる 
○３カ月刻みで新人教育 
○ラダーを使って段階的に評価 
○個別面談による評価 

３．OJT 研修 通い・宿泊・訪問それぞれのサービスにおいて、ケアの提供方法や内容が違

うため、それぞれの場での OJT が効果的。さらに OJT は現段階の能力を評価

し、能力に応じた適材適所の配置に活用することができる。OJT 研修におい

て、看護スタッフと介護スタッフの統合は看多機の「強み」となる。その際に

重要なのは、看護と介護のスタッフがお互いの専門性を尊重すること。 

４．各種外部研修の受

講、事業所内または法人

内研修の受講 

外部研修や内部研修の効果を上げるためには、計画的に実施することが肝

要。取り組み例を示す。 
看多機スタッフが参加している研修の種類を示す。 

５．各種マニュアルによ

る育成 
・ 入職時研修マニュアル 
・ 医療安全対策マニュアル 
・ 感染防止対策マニュアル 
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大項目 中項目 内 容 

・ 虐待防止・身体拘束ガイドライン 
・ 災害対策マニュアル（火災、地震、水害、停電などに対応、自治体と相談 

のうえ整備する） 
・ 各種ハラスメントマニュアル（セクハラ、パワハラ、カスハラなど） 
・ 広報マニュアル 

６．e-ラーニングの活用 e-ラーニングの活用については、その効果にも関わらず、活用している看多

機はそれほど多くないのが実情であるが、介護スタッフと看護スタッフがと

もに学習できるという点において e-ラーニングは有効である。 

７．教育担当者の配置 研修委員会がスタッフの研修や資格取得を計画的に実施しているという例

や、多職種が連携して研修計画を立てている。 

利用者確保 １．利用者紹介元のター

ゲット 
病院、居宅、診療所、事業所・専門職ネットワーク、自治体・地域包括支援

センター、法人内 

２．利用者紹介元との関係性を構築する。 

  病院 MSW との関係構築が も重要。 
病棟配置の入退院支援ナースや医師が看多機を理解してくれると尚よい。そ

のためのアプローチが必要。 
退院前カンファレンスに限らず、状態変化時等適宜経過の報告、看取り時の

報告によるフィードバックを行う。 

  居宅支援介護事業所 重症度が上がり、これまでのサービス内容では難しい場合に紹介がある。 
コミュニケーションを深くする。事例を用いて説明することによって看多機

に対する理解が深まり、紹介につながる。一方通行とならない関係の構築を

図る。 

  在宅診療を手がける

診療所 
訪問看護ステーションを前身とする看多機の場合は、訪問看護ステーション

が築き上げた関係性を利用者の紹介にも生かすことができる。 

  事業所・専門職ネッ

トワーク 
地域内のネットワークをうまく活用する 
［事業所ネットワークの例］ 
・ 小多機連絡会（小多機連絡会の中に看多機部会を作るケースもある） 
・ 地域密着型サービス連絡会 
・ 訪問看護ステーション連絡会 
・ 居宅介護支援事業所連絡会 
・ 介護サービス事業所・施設連絡会（居宅サービス事業所や介護保険施設な

どが参加する） 
［専門職ネットワークの例］ 
・ 看護職のネットワーク 
・ 介護職のネットワーク 
・ ケアマネジャー連絡会 

  自治体、包括支援セ

ンターとの関係構築 
セミナーの開催、広報誌から看多機への注目度が上がることで利用者獲得に

つながる。 
理解が得られるように積極的にめげないアプローチが必要。 

  法人内 法人内でも他部署とのコミュニケーションをしっかりと行い看多機事業の理

解を得ることが重要。 

３．必要となるツール 自事業所のパンフレット、法人パンフレット、広報誌、ホームページ、チラ

シ、その他：他の広報誌、社協に寄付して載せてもらう。お祭りの広報に載

せてもらう等 

  パンフレット パンフレットは、利用者・家族や事業者・専門職に向けて、看多機のサービ

スをわかりやすく説明するツールとして有用。 

  ホームページ 多くの利用者・家族が、スマートフォンやパソコンで、介護サービスの選択

検討を行う時代になってきている。パンフレットよりもホームページをみた

という利用者からの問い合わせの方が多いという意見もあるので、できる限

りホームページを作成し、更新することを心がける。 
［費用を抑える］［SNS とのリンクを活用する］ 

４．利用者・家族や地域

住民から直接申し込みを

得られる仕組みづくり 

・ 敷居を低く、相談しやすい環境作り 
・ 見学時の丁寧な説明 
・ 質の高いケアの積み重ね 
・ 透明性の確保 
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大項目 中項目 内 容 

・ 利用者が亡くなった場合のグリーフケアの実施や残された家族をボランテ

ィアやイベントに誘うこと 

地域づくりについては、「地域づくり」で詳説。 

看多機における

利用者家族との

関係構築  

１．いつ・誰が・誰と・

どのように関係を構築す

るか 

利用者や家族との関係構築は、ケアの要ともいえる重要なテーマである。い

つ・誰が・誰に・どのように関係を構築していくか。 

２．契約から利用開始ま

での関係構築 
不安解消のポイントは、契約前に看多機の特徴・役割を正しく理解してもら

うという点にある。ポイントの紹介。 

３．利用開始直後の関係

構築 
退院直後密接に関わる。２週間から１ヵ月。その後強みに沿った関わり。不

安の種類（在宅生活がイメージできないことによる不安）何が不安か明確にす

る。 

４．関係の維持・継続 管理者・ケアマネ窓口はふたつある。重症者多い場合、管理者。生活メイン

の場合、ケアマネが接点となる。スタッフからの情報を吸い上げる。 
コミュニケーション高めるための研修、迎える姿勢「挨拶」「笑顔」「視線をあ

わせる」が重要。 

  誰が・いつ、関わる

のか、誰にどのよう

に集約するのか 

契約やプランニングにかけての導入期は、主に管理者やケアマネジャーが関

わるが、サービスが開始されると、介護スタッフ・看護スタッフや送迎スタ

ッフ等、様々なスタッフが利用者・家族と関わる。 
管理者は、利用者や家族との関係を維持・継続するために、誰が・いつ、関

わるのか、意図的に関わり方を工夫する必要がある。さらに、その情報を誰

にどのように集約し、共有するのかについても考えておく。 

利用者･家族との関

わりで大切な思いや

姿勢 

送迎スタッフや清掃スタッフを含め、利用者・家族との関わりを持つための

教育が必要となる。利用者や家族との関わりで大切な思いや姿勢について紹

介。 

５．遠方の家族や近隣の

友人との関係構築 
離れた家族や、その利用者にとっての家族との関係構築も重要。 

看多機ならでは

の QOL/QOE の

向上 

１．利用者の QOL や

QOE とスタッフのモチベ

ーションの向上は好循環 

QOL と QOE は、自分らしくどのように生き、どのように 期を迎えるかとい

う納得のいく「人生の質」であり、それに密接に関わるスタッフのモチベーシ

ョンにも好影響を与え、それがさらに QOL と QOE を上げるという好循環を

生み出す。 

２．QOL を高める仕組み 看多機では、軸足が違う異なる職種の協働により、支援の幅が広がり、柔軟

さが生まれる。看護スタッフは一般的に「安心」「安全」「安楽」に視点があり、

頼れる存在ですが、介護スタッフはさまざまな経験を持つ人が多くいる分、

発想が豊か。管理者には「発想の芽を摘まない」「関わる時間を作る」という

役割がある。 

３．QOE を高める仕組み ACP の実施 
ターミナル期（１〜２カ月程度）の QOL を高める仕組み 
グリーフケアの実施 

  ACP の実施 契約時に聞く。契約書に盛り込む。状態が変わった時に再度確認する。フォ

ーマットを示す。 

  ターミナル期（１〜

２カ月程度）の QOL
を高める仕組み 

本人の希望に添えるよう支援 

複数回のケア会議の開催 

  グリーフケアの実施 看多機という「場」があるからこそできるグリーフケアについて取り組みを紹

介。 

４．介護スタッフが不安

なく看取りのできる体制

づくり 

看取りに対する介護スタッフの不安・恐怖心は大きい。介護スタッフが不安

なく看取りのできる体制づくりは重要なテーマ 

 スタッフの教育 看取りが近い利用者の状態やケアの実際、また看取り時の状況やケアについ

て介護スタッフに伝えることは看護スタッフの重要な役割。 

 看取り時の情報共有

の徹底 
看取りに直面した介護スタッフが「どのタイミング」で「誰」に「どのように」

連絡をすればよいのか、介護スタッフに分かりやすい形で説明・提示する。

また、「いつでも管理者や看護スタッフに連絡してよい」体制や雰囲気作りも

必要。 
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大項目 中項目 内 容 

 看取り時の役割分担

の明確化  

自宅と看多機事業所それぞれの看取りについて役割分担と連絡ルートを例示  

地域づくり １．なぜ、地域づくりを

行うのか 
運営基準では、地域密着型サービスの一般原則として、「地域との結び付きを

重視」と定められており、看多機にとって、地域活動への参加は余剰の業務と

はいえない。 

２．地域で求められてい

る活動 
具体的なニーズを紹介 

３．地域活動のさまざま

な試み 
地域活動の事例 

４．スタッフをどのよう

に巻き込むか 
スタッフを巻き込むことは重要。 
事例を紹介 

５．運営推進会議の活用 開催が義務付けられている運営推進会議を、地域のニーズの把握や、看多機

の理解促進等といった「活用」に視点を転換する。運営推進会議をより有意義

な場とするための捉え方、活用事例を紹介。 

開設準備 事業開始までの流れ 地域の市場調査 
行政とのやりとり 
事業所の準備 
市町村への申請 
関係機関へのあいさつ 
利用者募集 
事業開始 
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３）アンケート調査の結果 

（１）目的 

 グループインタビューに協力いただいた 20 カ所の看護小規模多機能型居宅介護（以

下、看多機）事業所の実態を把握し、看多機マネジメントに関する手引きに活用する

ことを目的とした。 

 

（２）対象 

 グループインタビューに協力いただいた看多機事業所 20 カ所。回答者は管理者と

した。 

 

（３）調査方法 

・調査紙を用いた、メール（メール配布、メール回収）による自記式調査 

・調査実施時期：令和元年９月 12 日～令和元年９月 20 日 

 

（４）主な調査項目 

・事業所の概要 

・事業所の職員体制 

・事業所の介護支援専門員について 

・事業所の利用者の状況等 

・事業所の加算等の算定状況 

・研修の状況 

・地域との関わり／等 

 

 

（５）回収状況 

 調査票の回収数は以下の通りであった。 

 

図表 2-3-3 回収状況 

発送数 回収数 回収率 

20 件 20 件 100.0％ 
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（６）調査結果 

① 事業所の概要 

■ 介護保険における訪問看護事業所の指定 

 介護保険における訪問看護事業所の指定について、「はい」が 90.0%、「いいえ」

が 10.0%であった。「はい」の場合、利用者数は平均 43.6 人であった。 

 

図表 2-3-4 介護保険における訪問看護事業所の指定 (n=20) 

 

図表 2-3-5  「はい」の場合の利用者数 

単位：人 

事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

17 43.6 28.0 173 5 

（未回答の 1 事業所除く） 

■ 居宅介護支援事業所の指定 

 居宅介護支援事業所の指定について、「はい」が 60.0%、「いいえ」が 40.0%であっ

た。 

図表 2-3-6 居宅介護支援事業所の指定(n=20) 

 

90.0% 10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ

60.0% 40.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ
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■ 共生型サービス並びに基準該当サービスの指定 

 共生型サービスの指定について、「はい」が 15.0%、「いいえ」が 85.0%であった。 

 基準該当サービスの指定について、「はい」が 50.0%、「いいえ」が 50.0%であっ

た。 

図表 2-3-7 共生型サービス並びに基準該当サービスの指定状況(n=20) 

 

 

■ 看多機事業所開設前の事業実施状況 

 看多機事業所開設前の事業実施状況について、「訪問看護ステーション」が も多

く 85.0%、次いで「小規模多機能型居宅介護事業所」が 40.0%、「その他の介護保険

事業」が 45.0％であった。その他の介護保険事業としては、「訪問介護事業所」「認知

症共同生活介護」等が挙げられた。 

 「訪問看護ステーション」を実施している事業所の現在の利用者数は平均 82.5 人で

あった。 

図表 2-3-8 看多機事業所開設前の事業実施状況（n=20）（複数回答） 

 

図表 2-3-9 訪問看護ステーションの現在の利用者数 

単位：人 

事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

17 82.5 72.0 173 5 

15.0%

50.0%

85.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

共生型サービスの指定

基準該当サービスの指定

はい いいえ 未回答

40.0%

85.0%

10.0%

15.0%

45.0%

30.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

小規模多機能型居宅介護事業所

訪問看護ステーション

療養通所介護事業所

通所介護事業所

その他の介護保険事業

介護保険以外の事業

実施していた事業はない
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■ 看多機事業所開設前の事業実施状況収支の状況（平成 30 年または平成 30 年度） 

 平成 30 年または平成 30 年度の収支の状況について、「黒字」が 75.0％、「ほぼ均

衡している」が 10.0％、「赤字」が 15.0％であった。 

 

図表 2-3-10 収支の状況（平成 30 年または平成 30 年度）（n=20） 

 

■ 理念や基本方針・運営状況の職員への周知 

 理念や基本方針・運営状況の職員への周知について、「理念や基本方針について事

業所内に掲示しており職員がいつでも確認することができる」が も多く 85.0％、次

いで「理念や基本方針について職員会議等において説明し、理解を促すための取り組

みを行っている」が 65.0％、「運営状況について職員会議等において定期的に議題と

して取り上げ、現状やデータをもとに職員間で協議する機会を設けている」が 60.0％

であった。 

図表 2-3-11 理念や基本方針・運営状況の職員への周知（n=20）（複数回答） 

 

75.0% 10.0% 15.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

黒字 ほぼ均衡している 赤字

85.0%

65.0%

60.0%

50.0%

20.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

理念や基本方針について事業所内に掲示してお

り職員がいつでも確認することができる

理念や基本方針について職員会議等において説

明し、理解を促すための取り組みを行っている

運営状況について職員会議等において定期的に

議題として取り上げ、現状やデータをもとに職

員間で協議する機会を設けている

運営状況について職員会議等で協議・検討され

た課題や方針が書面で可視化され、職員間で共

有することができている

その他

理念や基本方針・運営状況の職員への周知につ

いて、特に取り組みはしていない
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図表 2-3-12 理念や基本方針・運営状況の職員への周知について工夫していること（自由記載） 

1 理念は、A4 サイズでラミネートしてトイレ内に掲示している。 

2 入職時、理念・基本方針を説明している。 

3 
理念に基づいたサービス提供を実践で感じ、学びと繋がるようにしている。結果的にニーズも高く

安定した運営につながっていることを周知すると共に、職員のボーナスに反映されている。その運

営状況を文書で配布している。 

4 法人理事長による、定期的な研修で理念を再確認する機会を持っている。 

5 年１回全員参加の研修、毎週火曜日１時間のミーティングで理念を共有している。 

6 ケースごとに理念や基本方針に沿った助言やカンファレンスを適宜行っている。 

7 
それぞれの事業所内に理念を掲示しており、ミーティング時にも斉唱している。基本方針、営業状

況も毎月のミーティング時に報告している。 

8 朝礼で理念等の唱和を行い、読み上げいつでも振り返る事ができるようにしている。 

9 
理念と方針は、誰でも目に付く玄関の出入り口に掲示してある。運営状況については、朝礼等で周

知し、朝礼ノートで共有している。 

10 
課題や問題が生じた場合は、直ちにカンファレンスを実施。原因や要因を検索、本質的な改善策へ

の視点を促すために毎度、理念や基本方針を持ち出し、職員の視点を軌道修正へ役立てている。 

11 

職員全体会議や、事業所会議、職責者会議、管理者会議等を定期的に行い、基本方針の確認など常

に行える環境とシステムをつくりあげている。理念については採用後のオリエンテーションで必

ず確認、事業所内にも掲示し、周知、理解を深めている。理事会の決定事項、収支の状況も毎月、

職員全員に議事録を配布し、周知している。 

12 
所内接遇研修などで理念や基本方針に沿った課題を提示し、職員相互に協議し、理解するようにし

ている。 

13 
理念や基本方針については、わかりやすい言葉で表現し、事業所内の見える位置に掲示して周知し

ている。 

14 理念を全職員で作成し、討論会を 4 回開催（理念は具体的場面でいうとどういうことか？）した。 
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■ 看多機事業所の運営上の課題 

 看多機事業所の運営上の課題について、「介護職員の確保が困難」が も多く 60.0％、

次いで「夜勤スタッフの確保が困難」が 50.0％、「利用者の確保が困難」並びに「月

定額で泊まり、通い、訪問のサービスが回数制限なく利用できるという利用者等の誤

解がある」が 40.0％であった。 

 

図表 2-3-13 看多機事業所の運営上の課題（n=20）（複数回答） 

 
  

35.0%

60.0%

50.0%

15.0%

25.0%

40.0%

10.0%

15.0%

30.0%

40.0%

5.0%

5.0%

10.0%

10.0%

25.0%

30.0%

20.0%

25.0%

25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

看護職員の確保が困難

介護職員の確保が困難

夜勤スタッフの確保が困難

職員が定着しない

人材育成が困難

利用者の確保が困難

競合事業所が多い

地域住民とのかかわり

サービスに理解のあるケアマネジャーがいない

月定額で泊まり、通い、訪問のサービスが回数制

限なく利用できるという利用者等の誤解がある

看取りを行う医師がいない

往診してくれる医師がいない

医師との関係づくりが難しい

資金が不足している

赤字になりやすい・採算がとれない

事業所運営について相談できる場所がない

行政手続きが複雑で時間を要する

行政の理解不足

その他
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■ 運営上の課題に対する取り組み 

 

図表 2-3-14 運営上の課題に対する取り組み（自由記載） 

看護職員・介護職員・夜勤専門スタッフの確保 

 通所リハ、訪問看護ステーションとの兼務や異動 

 ノーリフトポリシーを導入し、腰痛予防対策をしている。 

 学生実習や現役職員の実習受け入れを積極的に行っている。 

 近隣事業所の職員を誘っての研修会と交流会を企画し、自事業所の宣伝の機会としている。 

 インターン学生や見学者の受け入れを積極的に行い、人材候補者としてつながる工夫をしている。 

 講演等の依頼があった場合は積極的に受け、自事業所の活動紹介を行っている。 

 職員からの口コミ紹介を常に依頼している。 

 介護職員を中心に新卒者や中途採用者のリクルート活動を行っている。従事する介護職員達に自事業所につ

いてアプローチしていくことや表現力、発信力へのスキル UP にもしている。 

 特定処遇改善加算Ⅰをとる等、介護職員確保のための制度改正には、積極的に挑戦している。 

 介護職、看護師の役割領域を作らず、互いの専門性を尊重し合う組織づくりをし、勉強会や社内外の研修参

加で、職員のスキルアップ向上を図ることで離職率を減らし、人材育成と人材確保に努めている。 

 無資格者を雇用し、市のシングルペアレント研修事業を活用して資格取得支援を行っている。 

通い・訪問・泊まりサービスの回数調整、サービス利用のバランスについて利用者の理解を得ること  
利用開始時に家族と本人の困りごと（ニーズ）を受け取り、本人の役割、家族の役割を確認しケアプランを作成

する旨の説明を行っている。決して使いたい放題のサービスではなく、自立支援であり、家族が一緒に介護を

することを理解していただくことで、通い・訪問・泊まりを含めサービスの調整はスムーズに行うことができてい

る。  
利用者のニーズに合わせてサービスを決めているため、介護度で線を引かないようにしている。 

 泊りサービスを希望される利用者が多いため、９床を如何にシェアするかということを理解していただくように説

明する。例えば、看取りであってもそのプロセスを繰り返し説明することで安心され、在宅サービスを組み込むこ

とができる。 

 現在の利用者の状況や職員の配置状況を踏まえ、週１回、管理会議（所長、介護主任、看護主任、ケアマネジ

ャー、理事長）を行い、現在の利用者の状況、サービス状況を確認し、調整を行っている。 

 「自宅や在宅で療養する」ことを職員や利用者家族へ説明。家族のニーズ主体のサービスよりも効果的なサー

ビス利用方法を紹介。優先される生活課題を見立てる意味やその方法、その後の方向性などのイメージを共

有。状態変化により、サービス量の増減は必須であることも伝え安心を得ている。 

 利用者が不公平にならないよう、また、希望も叶えられるようバランスよく調整するよう心がけている。 

 訪問看護ステーションの利用者の多い日に重ならないよう、訪問看護ステーションの管理者と協議の上、調整

している。 

 看多機は居宅サービスであり、できる限り自宅での生活をサポートするものであるとの理念から、長期の宿泊は

しない事を利用開始前に、十分説明している。ただし、ひどい褥瘡で退院し、症状安定するまで２週間や家族

が急に入院してしまったなどの理由で 10 日間程度の宿泊などには臨機応変に対応している。 

 夜間も訪問をすることで泊まりを利用せず、自宅で過ごせる方が多い。 

 利用者の状態不安定や家族の急な用事等で泊まりが増えても大丈夫なように、８人／日までの調整をケアマネ

ジャーが中心に行っている。 

 医療的ケアが必要な要介護度が高い利用者を優先に、在宅介護における家族指導をきちんと行い、必要に応

じたサービス内容をマネジメントし提供している。 

 「在宅生活を継続するために利用する」ということを、アセスメントを行う中で、家族や利用者に説明しつつ、偏

った利用の仕方や介護度にそぐわない使い方にならないように、ケアマネジャーと検討している。 
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訪問看護の利用者の受入  
訪問看護ステーションの利用者は希望があれば優先的に受け入れる。 

また看多機に向きそうだという方がいれば、声をかけてもらうようにしている。 

ＩＣＴの積極的な活用  

 全職員が見れるチャットワークの利用、訪問看護も電子カルテ化している。 

 夜勤があり、職員同士が顔を合わせる機会が少なくなりがちであり、またサービスの組み合わせが複雑であるた

め遠隔でも全員がコミュニケーションでき、状況を把握できる環境づくりが必須と考え ICT ツールを導入してい

る。 

外注・委託の活用 

 介護タクシー会社と委託契約を結び、定期受診時と通い等の送迎を委託 

地域住民の理解を得ること 

 夏祭りや介護講習など地域に向けた活動をしている。 

 地域行事に参加することで、お祭りや公民館事業に声をかけて頂ける。その場が利用者にとっての非日常の

機会となっている。 

 地域の方が足を運んでくれるようなイベントの開催。 

 地域交流カフェの実施（１回／２か月）、 広報誌の発行（毎月）、 看取りを語らう会 ・介護者の集いの開催、

地域に開いた学習会の実施（毎月）。 

 地域の「老人大学」や介護保険説明会の講師やサロンなどに顔を出して看護小規模多機能の理解をしていた

だく。町会議員に見学に来ていただく、運営推進会議に民生委員、町内会役員を招く。 

 地域住民と定期的に交流事業を開催したり、施設内の会議室を使ってサークル活動に利用してもらっている。 

 生活支援員養成講座の講師を担っている。 

ケアマネジャーや医療機関への営業 

 多職種連携連絡会や小規模多機能型事業者連絡会等の地域の連絡会等の役員を引き受けることで多職種

や行政、三師会と常に顔の見える関係づくりを心がけている。 

 ケアマネと管理者とで、医療機関や居宅介護支援事業所に、パンフレットやどんな利用事例があるかなどをま

とめて、営業にいき、看多機の対象になる人がいないか相談にのっている。徐々に看多機の利用方法、利用

事例が周知されるようになってきて、対象になるかわからないが、相談が入るようになってきた。 

 管理者が訪問看護ステーションと看多機が同一であることから、訪問看護利用を先にされている事例や新規の

相談があった時に、看多機に移行した方が良さそうなケースはその場で相談ができる状況であることも利用推

進に繋がっている。  
看多機のサービス内容を充分に理解してもらえるよう、居宅介護支援事業所へパンフレットの配布や事業所の

広報誌を通じて、利用状況、待機状況等の情報交換を行っている。 

 各病院の医療連携室ナースや医療ソーシャルワーカーに、看多機の目的を話し、その役割を果たせるスタッフ

が揃っていることを（修了した研修名や人数を記した用紙を作成し）PR した。 

 多職種連携研修会等、様々な研修を通じて看多機の広報、医療機関の連携室とも情報交換を行い、見学の

受け入れ、ターミナルや医療ニーズに高い患者の相談を受けている。 

 新規で病院から相談があった時に、居宅介護支援事業所ケアマネジャーと看多機ケアマネジャーを同行し、

状態に応じて看多機をご紹介する。また、改善したケースなど紹介していただいたケースの経過を連携室等に

フィードバックする。 

 医療機関に看多機の存在意義を理解いただくため、あえて営業を心がけている。 

行政への働きかけ 

 生活支援員養成講座の講師を担っている。 

 難病担当の県保健師、障害福祉課の市職員、地域包括支援センターに対して、同上の PR をおこなった。 

 多職種連携連絡会（副会長）や小規模多機能型事業者連絡会（理事）等の地域の連絡会等の役員を引き受け

ることで多職種や行政、三師会と常に顔の見える関係つくりを心がけている。 

 夏祭りや介護講習など地域に向けた活動をしている。 
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その他  
小規模多機能ケアネットワークに、「看護小規模多機能型居宅介護事業」を加盟。そもそもの小規模多機能型

居宅介護の弾力性、柔軟性を持ち続け、介護、看護の一体化サービスの展開を目標としている。当該事業の

新規開設事業所に加盟依頼し、運営上の情報交換や運営の方向性などを行っている。又、新規開設者への

見学や相談なども多くあり、協力している。  
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■ 看多機の役割・機能 

 看多機の役割・機能について、「医療ニーズの高い方への対応」並びに「家族介護

の負担軽減」が も多く 95.0％、次いで「終末期の方への対応」が 90.0％、「家族介

護力の向上」並びに「地域住民への相談・啓発」が 75.0％であった。 

 

図表 2-3-15 看多機の役割・機能（n=20）（複数回答） 

 

 

■ 看多機の経営・運営をしていく中での難しさ 

 

図表 2-3-16 看多機の経営・運営をしていく中での難しさ（自由記載） 

1 多職種協働の為、コミュニケーションが重要 

2 介護職の確保が困難 

3 介護職員の教育 

4 
多機能サービスであるためサービス調整が難しく、全てのサービスに対応できるスキルが介護職

に必要となる。 

5 介護、看護職員の事業運営に沿ったケア内容や固定観念を変化や進化の定着や全体的スキル UP 

6 計画作成担当者のスキルによって、経営や運営力が変化し安定しにくくサポート量が大きな負担 

7 利用者確保が困難 

8 
小規模多機能として、多くのサービスが行えるため、家族がお任せ状態になってしまう可能性が

あるため、そのバランスをとる難しさ 

9 
ケアマネジャーを変更しなければならない、訪問入浴と併用できないことが、看多機利用を躊躇

する一因と思うことがある。 

10 福祉車両が車椅子一台対応車 4 台しかないため、個別送迎でヒト・カネ・時間がかかっている。 

11 
重症者が多く、休養室やベッドが必要。重症者、看取りが増えると新規利用受け入れが困難とな

る。 

12 
臨機応変の対応を望まれながら、通い人数の制限があり、相談があっても受け入れられないこと

もある。 

13 入院、死亡が多く、回転が早く、収入変動が大きい 

14 訪問体制強化加算が利用者数と無関係なこと 

15 
理学療法士の算定が出来ないため、リハビリのニーズのある利用者へ、積極的なリハビリを実施

できない。 

95.0%

90.0%

65.0%

65.0%

75.0%

95.0%

75.0%

40.0%

25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

医療ニーズの高い方への対応

終末期の方への対応

認知症の方への対応

自立支援・重度化の防止の実施

家族介護力の向上

家族介護の負担軽減

地域住民への相談・啓発

災害拠点

その他
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16 
訪問看護ステーションで多くの利用者を受け入れることで、看護小規模登録利用者の看護師対応

が不十分となってしまう。 

17 
周知がまだまだの為、自宅で過ごせる方がたくさんいるのに、入院の継続や本人の意思と反して

入所となってしまう状況がまだまだあり、歯がゆさがある。 

18 

医療依存度の高い方の受入れ先として機能する看多機では、終末期の方が多く、看取りで回転率

が高くなりやすい。また、医療依存度の高い方が安定すると、地域的にベッドが余っているため

長期入所サービスへ移られるケースも多い。以上の点から集客が難しい。状態が回復された方は

介護度が下がり報酬が下がってしまう。 

19 
状態が不安定な利用者を患家、事業所と送迎するには生命リスクが非常に高く訪問診療が困難。

結果、入院となる。 

20 
様々な職種の連携が運営の鍵になるサービスであるが、その連携方法、システム、職員の育成は

試行錯誤しながら現在運営している。訪問看護も併設で運営しているが、訪問看護だけ、看多機

だけとならないように、一体的に運営していることを意識し、業務調整することの必要性がある。 

21 

利用者の出入り（入院、入所、死去）が大きく、利用者を一定数確保して運営していくためには、

常に新規の相談を受けていく必要性がある。そのためには、登録していない利用者についても、

居宅サービス（居宅、訪問看護、訪問介護）で予備軍や利用希望者を把握確保し、連携していく

などの調整は苦慮する。 

22 
ギャジベッドはもちろんのこと吸引器、アンビューバック、酸素等の医療物品の配置が多く、経

営上の負担も大きい。 
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② 事業所の職員体制 

■ 管理者の職種 

 管理者の職種について、「保健師・看護師」が 80.0%、「その他」が 20.0%であっ

た。 

 その他は、介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士が挙げられた。 

 

図表 2-3-17 管理者の職種（n=20） 

 

 

■ 職員の常勤換算数 

 職員の常勤換算数についての平均は、介護職員 9.6 人、看護職員 5.3 人、介護支援

専門員 0.9 人、理学療法士等 0.9 人であった。 

 

図表 2-3-18 職員の常勤換算数 

単位：人 

  事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

介護職員 20 9.6 8.6 16.3 3.5 

看護職員 20 5.3 4.5 12.5 2.5 

介護支援専門員 20 0.9 1.0 1.5 0.2 

理学療法士等 20 0.9 0.3 5.0 0.0 

その他 20 1.3 1.0 4.0 0.0 

 

  

80.0% 20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健師・看護師 その他
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■ 登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者としての登録状況 

≪登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者としての登録の有無≫ 

 登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者としての登録について、「あり」

が 60.0%、「なし」が 40.0%であった。 

 

図表 2-3-19 登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者としての登録の有無（n=20） 

 

 

≪喀痰吸引等の業務の認定特定行為業務従事者数（実人数）≫ 

 喀痰吸引等の業務の認定特定行為業務従事者数の実人数は、平均 4.7 人であった。 

 

図表 2-3-20 喀痰吸引等の業務の認定特定行為業務従事者数（実人数） 

単位：人 

事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

15 4.7 3.0 16 1 

 

  

60.0% 40.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし
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③ 介護支援専門員の勤務状況 

■ 介護支援専門員の勤務形態 

 介護支援専門員の勤務形態について、「専任」が 15.0%、「兼任」が 85.0%であっ

た。 

図表 2-3-21 介護支援専門員の勤務形態（n=20） 

 

 

■ 介護支援専門員の兼務先 

 介護支援専門員の兼務先について、「看多機の介護職員」が 64.7%、「看多機の看

護職員」が 23.5%、「法人内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員」11.8％であった。 

 

図表 2-3-22 介護支援専門員の兼務先（n=20）（複数回答） 

 
  

15.0% 85.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専任 兼任

64.7%

23.5%

0.0%

0.0%

11.8%

0.0%

5.9%

5.9%

5.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

看多機の介護職員

看多機の看護職員

併設の訪問介護事業所の介護職員

併設の訪問看護事業所の看護職員

法人内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員

法人内の訪問介護事業所の介護職員

法人内の訪問看護事業所の看護職員

3～7以外の法人内の他事業職員

その他
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■ 介護支援専門員の実際の役割と求められる役割 

 介護支援専門員の実際の役割と求められる役割について、以下の通りであった。 

 

図表 2-3-23 介護支援専門員の実際の役割と求められる役割（n=20）（複数回答） 

 

 

図表 2-3-24 介護支援専門員実際の役割と求める役割に違いがある場合、その理由 

看多機は自己完結型のサービスであるため、サービスの調整においても苦情についてもすべてを正

面から受け止めることになるため負担が大きくなりやすい。求められるものも拡大しやすい。 

医療ニーズのある利用者へのアセスメントが弱いため、病院からの相談があっても利用につながら

ないことがある。 

ほぼ、役割遂行はできているが、制度の説明や運営推進会議の開催準備は、看護師兼務のため時間的

余裕がない。 

事務的な業務が多く、なかなか訪問等を丁寧にできない。 

  

95.0%

70.0%

85.0%

80.0%

80.0%

95.0%

100.0%

90.0%

85.0%

95.0%

55.0%

90.0%

50.0%

30.0%

5.0%

90.0%

70.0%

85.0%

85.0%

85.0%

90.0%

95.0%

90.0%

90.0%

95.0%

60.0%

100.0%

65.0%

55.0%

15.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

退院前カンファレンスへの参加

医療機関・主治医との連絡・調整

初回の面接

制度の説明

重要事項説明・契約の締結

アセスメントの実施

ケアプランの作成

サービス担当者会議の実施

利用票等の帳票の管理

定期的なモニタリング

苦情、事故等への対応

家族の相談・支援

利用者獲得のための広報や情報提供等

運営推進会議の開催準備

その他

実際の役割 求める役割
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④ 利用者の状況 

■ 定員等 

 「登録定員」は平均 28.1 人、「登録者数」は平均 23.3 人、「通いの定員」は平均

16.6 人、「泊まりの定員」は 7.0 人であった。 

 

図表 2-3-25 定員等 

単位：人 

  事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

登録定員 20 28.1 29.0 29 24 

登録者 20 23.3 25.0 29 16 

通い定員 20 16.6 17.5 18 12 

泊まり定員 20 7.0 7.5 9 5 

 

■ 利用者数と延べ利用者数 

 「宿泊」の実利用者数は平均 12.2 人、延べ利用者数は平均 114.6 人、「通い」の実

利用者数は平均 21.9 人、延べ利用者数は平均 309.2 人、「訪問（介護）」の実利用者数

は平均 13.2 人、延べ利用者数は平均 272.4 人、「訪問（看護）」の実利用者数は平均

15.5 人、延べ利用者数は平均 113.5 人、「医療保険による訪問看護」の実利用者数は

平均 4.3 人、延べ利用者数は平均 66.2 人であった。 

 

図表 2-3-26 利用者数と延べ利用者数 

単位：人 

  事業所数 平均（人） 中央値（人） 最大値 最小値 

宿泊 
実利用者数 20 12.2 12.5 25 1 

延べ利用者数 20 114.6 126.5 266 2 

通い 
実利用者数 20 21.9 22.5 29 16 

延べ利用者数 20 309.2 337.0 504 38 

訪問（介護） 
実利用者数 20 13.2 14.0 24 0 

延べ利用者数 20 272.4 227.5 1164 0 

訪問（看護） 
実利用者数 20 15.5 15.0 29 1 

延べ利用者数 20 113.5 65.0 615 20 

医療保険によ

る訪問看護 

実利用者数 20 4.3 4.0 13 0 

延べ利用者数 20 66.2 61.0 195 0 
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■ 要介護度 

 要介護度は、「要介護５」が 31.4％、次いで「要介護３」が 19.8％、「要介護２」

が 17.8％であった。 

 

図表 2-3-27 要介護度（n=465） 

 

 

■ 日常生活自立度 

 日常生活自立度は、「B」が 39.1％、次いで「A」が 30.1％、「C」が 21.3％であっ

た。 

図表 2-3-28 日常生活自立度（n=465） 

 

 

■ 認知症高齢者の日常生活自立度 

 認知症高齢者の日常生活自立度は、「Ⅱ」が 25.6％、次いで「Ⅲ」が 25.4％、「Ⅰ」

が 15.9％であった。 

  

12.7% 17.8% 19.8% 16.6% 31.4% 1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 未回答

8.6% 30.1% 39.1% 21.3%
0.4%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

J A B C 不明 未回答
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図表 2-3-29 認知症高齢者の日常生活自立度（n=465） 

 

 

■ 医療ニーズの高い利用者の受け入れの状況 

 医療ニーズの高い利用者の受け入れの状況について、「がん終末期」が も多く

90.0％、次いで「神経難病」が 85.0％、「退院１か月以内」が 75.0％であった。 

 

図表 2-3-30 医療ニーズの高い利用者の受け入れの状況（n=20）（複数回答） 

 

 

図表 2-3-31 医療ニーズの高い利用者 

単位：人 

 事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

がん終末期 18 1.9 1.5 6 1 

非がん終末期 9 2.3 2.0 4 1 

神経難病 17 1.8 2.0 5 1 

小児 2 3.0 3.0 5 1 

退院１カ月以内 15 2.2 2.0 4 1 

  

5.6% 15.9% 25.6% 25.4% 14.4% 5.4%

1.7%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ M 不明 未回答

90.0%

45.0%

85.0%

10.0%

75.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

がん終末期

非がん終末期

神経難病

小児

退院1か月以内
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■ 特別な医療処置のある利用者の受け入れの状況 

 特別な医療処置のある利用者の受け入れの状況について、「経管栄養法（胃ろうを含

む）」が も多く 95.0％、次いで「吸引」が 90.0％、「膀胱留置カテーテル」並びに「在

宅酸素療法（HOT）」が 80.0％であった。 

 

図表 2-3-32 特別な医療処置のある利用者の受け入れの状況（n=20）（複数回答） 

 

 

図表 2-3-33 特別な医療処置のある利用者 

 事業所数 利用者数 平均 中央値 最大値 最小値 

経管栄養法（胃ろうを含む） 19 64 3.4 3.0 7 1 

在宅中心静脈栄養法（IVH） 6 7 1.2 1.0 2 1 

点滴・静脈注射 9 12 1.3 1.0 3 1 

膀胱留置カテーテル 16 39 2.4 1.0 6 1 

腎ろう・膀胱ろう 2 2 1.0 1.0 1 1 

在宅酸素療法（HOT） 16 26 1.6 2.0 3 1 

人工呼吸療法（レスピレータ

ー、ベンチレーター） 
3 3 1.0 1.0 1 1 

在宅自己腹膜灌流（CAPD） 1 1 1.0 1.0 1 1 

人工肛門（ストマ） 12 23 1.9 1.5 4 1 

人工膀胱 3 3 1.0 1.0 1 1 

気管カニューレ 6 8 1.3 1.0 2 1 

吸引 18 52 2.9 3.0 5 1 

麻薬を用いた疼痛管理 12 21 1.8 1.0 4 1 

（その他）褥瘡 5 6 1.2 1.0 2 1 

（その他）インスリン注射 4 4 1.0 1.0 1 1 

  

95.0%
30.0%

45.0%
80.0%

10.0%
80.0%

15.0%
5.0%

60.0%
15.0%

30.0%
90.0%

60.0%
25.0%

20.0%
25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

経管栄養法（胃ろうを含む）
在宅中心静脈栄養法（IVH）

点滴・静脈注射
膀胱留置カテーテル
腎ろう・膀胱ろう

在宅酸素療法（HOT）
人工呼吸療法…

在宅自己腹膜灌流（CAPD）
人工肛門（ストマ）

人工膀胱
気管カニューレ

吸引
麻薬を用いた疼痛管理

（その他）褥瘡
（その他）インスリン注射

その他
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■ 訪問看護指示書の発行の状況 

≪訪問看護指示書の発行の有無≫ 

 訪問看護指示書の発行の有無について、「あり」が 81.9％、「なし」が 18.1％であっ

た。 

図表 2-3-34 訪問看護指示書の発行の有無（n=465） 

 

 

≪事業所毎の訪問看護指示書発行の割合≫ 

 事業所毎の訪問看護指示書発行の割合について、「100％」が も多く 65.0％、次い

で「70％～100％未満」が 20.0％、「70％未満」が 15.0％であった。 

 

図表 2-3-35 事業所毎の訪問看護指示書発行の割合（n=20） 

 

  

81.9% 18.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし

15.0% 20.0% 65.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70%未満 70～100％未満 100%
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⑤ 加算等の算定状況 

■ 加算等の算定の有無 

 認知症加算または若年性認知症加算について、「あり」は 85.0％、「なし」は 15.0％

であった。 

 特別管理加算について、「あり」は 95.0％、「未回答」は 5.0％であった。 

 看護体制強化加算について、「Ⅰ」は 50.0％、「Ⅱ」は 25.0％、「なし」は 25.0％であ

った。 

 訪問体制強化加算について、「あり」は 65.0％、「なし」は 35.0％であった。 

 総合マネジメント体制強化加算について、「あり」は 90.0％、「なし」は 10.0％であ

った。 

 

図表 2-3-36 加算等の算定状況（n=20） 

 

 

■ 死亡者数（平成 30 年７月～令和元年６月） 

 平成 30 年７月～令和元年６月の在宅死亡者数は平均 2.2 人、施設内死亡者数は平均

3.1 人であった。 

 

図表 2-3-37 死亡者数 

単位：人 

 事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

在宅死亡者数 20 2.2 2.0 6 0 

施設内死亡者数 20 3.1 2.0 11 0 

その他 20 1.4 0.0 5 0 

 

 

 

85.0%

95.0%

50.0%

65.0%

90.0%

25.0%

15.0%

0.0%

25.0%

35.0%

10.0%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知症加算または若年性認知症利用者

特別管理加算

看護体制強化加算

訪問体制強化加算

総合マネジメント体制強化加算

あり（Ⅰ） Ⅱ なし 未回答
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■ ターミナルケア加算・ターミナルケア療養費（平成 30 年７月～令和元年６月） 

 平成 30 年７月～令和元年６月のターミナルケア加算の算定は平均 2.6 人、ターミナ

ルケア療養費の算定は平均 3.4 人であった。 

 

図表 2-3-38 ターミナルケア加算・ターミナルケア療養費算定数 

単位：人 

 事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

ターミナルケア加算 16 2.6 2.0 6 1 

ターミナルケア療養費 15 3.4 2.0 13 1 
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⑥ 研修の状況 

■ マネジメント（経営や人材育成等）に関する研修の受講の状況 

≪研修受講の有無≫ 

 マネジメント（経営や人材育成等）に関する研修の受講の有無について、「あり」は

80.0％、「なし」は 20.0％であった。 

 

図表 2-3-39 マネジメント（経営や人材育成等）に関する研修の受講の有無（n=20） 

 

 

≪受講した研修の種類≫ 

 受講した研修の種類について、「訪問看護の管理者研修」が も多く 50.0％、次いで

「医療機関の看護管理者研修」は 31.3％であった。「その他」としては、「日本財団起

業家育成事業」「大学の研修」「会社独自のマネジメント研修」が挙げられた。 

 

図表 2-3-40 受講した研修の種類（n=20）（複数回答） 

 

 

  

80.0% 20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし

31.3%

50.0%

18.8%

25.0%

43.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

医療機関の看護管理者研修

訪問看護の管理者研修

施設の看護管理者研修

介護職員の管理者研修

その他

- 41 -



■ 従事者の研修について 

≪従事者の研修機会（年間）≫ 

 看護職員の研修機会（年間）は、平均 7.3 回、介護職員の研修機会（年間）は、平均

6.9 回であった。 

図表 2-3-41 従事者の研修機会（年間） 

単位：回 

 事業所数 平均 中央値 最大値 最小値 

看護職員 20 7.3 6.0 16 1 

介護職員 20 6.9 4.5 20 1 

 

≪従事者研修の工夫している点や課題等≫ 

図表 2-3-42 従事者研修の工夫している点や課題等（自由記載） 

1 
リスク・感染・虐待防止研修は、毎年、公費で介護職員に研修受講させ、伝達講習をしてもら

っている。 

2 
ケアマネジャーの更新研修やその他の研修は、公費または時間内研修として行ってもらって

いる。 

3 研修参加１週間内に報告してもらう。 

4 研修規程を作り、宿泊の条件など定めている。 

5 研修が多い為、市内の無料の研修にも参加している。 

6 １人当たりの平均研修費用枠を決めている。 

7 

毎年３月に管理者と従業者が面談を実施。面談で次年度の本人の目標に合わせて研修を決定

することで、１人１人が目標をもって務めることができるようにしている。 
面談内容：①自己評価と管理者評価を突合し前年度課題と目標達成の評価を行う 
     ②評価と反省点 
     ③次年度の目標と目標達成のために必要と考える研修内容の決定 
     ④次年度取得（受験）予定の資格 

8 研修費の支給、事業所で取り組んでいる研修の推進、ノーリフト、poo マスター等 

9 
介護職は夜勤があるため、研修をするにも揃いにくい。同じ内容の研修を２回行い漏れがな

いように工夫している。また ICT にて情報を定期的に発信している。 

10 勤務で研修に行ってもらう余裕がない。（個人の休みを利用している） 

11 個人の休みを利用すると、個人の興味のある内容に偏ってしまう。 

12 
2 か月に 1 回外部講師による研修会を開催。キャリアアップのための認知症研修等、従事者ひ

とりひとりに合わせた研修の支援。 

13 研修参加をポイント制にし、無資格者の資格試験を支援している。 

14 

必須研修の他、人材育成目的のコーチング研修や、Team Stepps などを行っている。グループ

ワークを行うことで座学でなく体験参加型の研修を勧めている。講師は管理者や、過去にも

発表機会がなかったスタッフにも担当してもらい支援しながら発表してもらっている。学習

機会をもつことや、プレゼンテーションの方法等も学べる良い機会である。外部研修等の参

加後に得られた知識を伝達する場がない為、時間調整し支援していく必要がある。 

15 人員不足の場合は、看護師が介護職員をフォローし介護職外部研修を積極的に実施。 

16 退社時間以降の内部・外部研修は時間外勤務扱いになるように法人へ毎回相談している。 

17 事業所内研修は、日中の 1 時間を予め確保しており、その時間内で行っている。 

18 看護師、介護士の e-ラーニング教材を職員全員へ登録させいつでもテキスト確認は可能。 
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19 
小規模多機能型居宅介護のケア（ライフサポートワーク）を介護士、看護師、計画作成担当者

と学ぶには中心的存在が管理者しかおらず育成速度が遅い。 

20 
法人の方針、事業所方針に従い、各自自己管理目標を年間たてている。結果、評価、来年度の

課題は年１回育成面接（理事長、管理者、本人）を行いお互いに確認しながら、育成計画に反

映している。 

21 事業所として力を入れている内容について、積極的に参加を促す。 

22 
外部研修に積極的に参加する者とそうでない者との差が著しいので、年間の研修テーマを決

めて所内研修を実施している。 

23 掲示板を設けて研修会や講習会の案内を常に行って参加を促している。 

24 
全職員に自己啓発のため、年間研修計画を自分で立ててもらい、参加したい研修のリサーチ、

上司への同意、参加、報告（仲間との情報の共有）を行っている。 

25 

「通い」サービスの利用時間帯では、看護師を常に 2 名配置し、介護職に医療的ケアを現場

で直接指導し、更に痰の吸引や胃ろう注入等の指導も行っている。逆に看護師は介護職から

認知症の上手な対応方法を学び、ケアの質を高めていく。現場においてはこの関係性が重要

である。 
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■ ｅ-ｌｅａｒｎｉｎｇの活用 

 e-learning の活用について、「活用している」は 30.0％、「活用していない」は 70.0％

であった。 

 

図表 2-3-43 e-learning の活用の有無（n=20） 

 

  

30.0% 70.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活用している 活用していない
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⑦ 地域との関わり等について 

■ 地域との関わり 

 地域との関わりについて、「地域住民等のボランティアの募集・受入を行っている」

が も多く 80.0％、次いで「行政や地域包括支援センターが開催する地域ケア会議等

の地域での会議に参加している」「町内会や自治会に積極的に参画している」「地域住

民向けの勉強会や介護予防の取り組みを行っている」が 70.0％であった。 

 

図表 2-3-44 地域との関わり（n=20） 

 

図表 2-3-45 特に工夫している取り組み（自由記載） 

行政や地域包括支援センターが開催する地域ケア会議等の地域での会議に参加している 

 保健所での事例検討会や、地域包括支援センター主催のネットワーク会議に参加している。 

 地域個別ケア会議等に自施設の会議室を活用。 

 区の訪問看護管理者会議に参加し、地域の動向や情勢等の情報収集を行っている。 

 地域ケア会議に積極的に参加し、地域の情報収集や看多機啓発を行っている。 

 
地域の方々に看多機の存在を知ってもらうため、なるべく地域の会議など声をかけていただいた場

合は出席し、相互の交流を深める努力をしている。 

 地域包括支援センターが開催する会議に参加し、地域住民向けの勉強会の会場を提供している。 

 
行政の行う会議（介護保険運営協議会・在宅医療介護連携会議・地域包括支援センター運営推進協

議会等）の委員を積極的に受け、協議に参加している。 

70.0%

80.0%

70.0%

55.0%

70.0%

55.0%

20.0%

35.0%

45.0%

25.0%

25.0%

25.0%

5.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

行政や地域包括支援センターが開催する地域

ケア会議等の地域での会議に参加している

地域住民等のボランティアの募集・受入を

行っている

町内会や自治会に積極的に参画している

地域住民向けの医療・介護相談窓口を行って

いる

地域住民向けの勉強会や介護予防の取り組み

を行っている

地域住民向け在宅看取りの研修を行っている

認知症カフェや喫茶、食堂を行っている

認知症の勉強会・啓発事業を行っている

登録者以外へのサロンの開放を行っている

生活支援サービスの提供（介護者の食事の準

備等）を行っている

災害時の福祉避難所等になっている

その他

未回答
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地域住民等のボランティアの募集・受入を行っている 

 月に 2 組のボランティアの受け入れをしている。 

 自治体のボランティア受け入れ機関としての指定を受けている。 

 
住民ボランティアが定期的に出入りしているため、ボランティアを中心とした活動（石窯パン作り・

季節のお菓子作り・畑活動等）があり、その場がサロンとしての機能も果たしている。 

町内会や自治会に積極的に参画している 

 町内会の食事会に参加し情報交換。 

 
自治会総会や川掃除に参加したり、季節行事に協力（夏まつりにそうめん流し、校区運動会に参加、

1 月に餅つき）している。 

 
地域行事に参加することで、お祭りや公民館事業に声をかけてもらえており、その場が利用者にと

っての非日常の機会となっている。 

 自治会主催の秋祭りに企画・運営として参画し、25 年ぶりに開催することができた。 

 ２か月に１度、地域交流カフェを開催し、地域に開かれた施設、行事を行っている。 

 町内会の夏祭り、事業所内の夏祭りなど、お互いに参加し、協力している。 

 
畑での収穫祭なども、自事業所の利用者職員のみならず、地域住民や、子供たちにも声掛けし、一

緒に行っている。 

 サロンスペースを無料開放し、地域住民との交流を積極的に図っている。 

地域住民向けの医療・介護相談窓口を行っている 

 介護技術支援教室を事業所主体で実施し、技術だけでなく介護用品の展示や相談窓口を設けたとこ

ろ、それが評価されて町全体の取り組みになった。 

 地域住民が参加できるイベント開催時には、保健師による健康相談、介護相談を行っている。 

 
むくみの勉強会を定期的の開催し、むくみ（浮腫）で困っておられる方々へリンパマッサージ等の

ケアを行って行く。 

 
カフェを月 1 回定期的に開催しており、その中で「何でも相談コーナー」を設けたり、テーマに沿

っての学習会を組み込んでいる。 

 
市から血管年齢や骨密度などの機械を借り、２か月に 1 回、看護師と介護支援専門員で、測定と相

談を行っている。 

地域住民向けの勉強会や介護予防の取り組みを行っている 

 
地域住民向けに施設を開放し、講師を招いた研修会を開催している。地域の歯科医や在宅薬局等の

先生に講師を依頼することで地域力を高める工夫をおこなっている。 

 
地域２００軒の新聞の折り込みチラシとして広報誌を配り、事業所の取り組みの紹介や地域住民向

けの勉強会の案内を行っている、また、ホームページによる情報発信に努めている。 

 
２か月に１回地域住民と実行委員会をつくって、勉強会を開催し、その中で「生活に役立つ情報コ

ーナー」で熱中症予防、夏場に多い脳梗塞、薬の話等、血圧測定や健康相談を行っている。 

 理学療法士が地域に出向き、介護予防を企画して実施している。 

 
コミュニティスペースを地域住民に開放し、健康体操を週１回行っており、３か月毎に地域包括支

援センターと地区担当保健師により、体力測定を行っている。 

 
介護予防、健康教室、家族会、認知症 RUN 伴プラス、介護職員研修会、認知症サポーター養成講座

（劇団）、在宅療養シンポジウムなど、法人や小規模多機能連絡会、多職種連携ネットワークなど

数多くの団体と協働し、地域や市民へ活動継続している。 

 介護予防体操や消火訓練などを年２回企画し、看多機事業所内で実施している。 

地域住民向け在宅看取りの研修を行っている 

 運営推進会議にて、看取りのケースを紹介し、意見交換の場として活用している。 

 
定例の運営推進会議や家族会、地域の方からの要望もあり、定期的に家族介護や在宅での看取りに

ついてなどの講演活動や施設見学会等を行っている。 

 市民介護講座や近隣地域、運営推進会議等の企画として「看取り」の講師を担っている。 

 
勇美財団の助成を受け、「在宅看取り」を語り考える会と題し、３回の講習会、参加者の交流会を

実施した。 
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認知症カフェや喫茶、食堂を行っている 

 認知症カフェを月１回定期的に開催している。 

 
認知症カフェとしてはじめたが、事業所が行うカフェとして地域の方にも開放し、介護者の癒しに

なる場の提供をしている。介護相談の窓口としても活用でき定着しつつある。 

認知症の勉強会・啓発事業を行っている 

 行政が行う認知症ケア等についての学習会の講師や助言者役を受けている。 

 
年１回開催される区の認知症フォーラムの開催スタッフとして地域への啓発事業の取り組みに関

わっている。 

 
県主催の認知症実践者研修には、職員を受講させ、その研修での事例発表については、自法人の主

催の学習会で発表をしてもらっている。法人主催の勉強会は、地域住民の方も自由に参加できるよ

うになっている。 

登録者以外へのサロンの開放を行っている 

 
地域サロンを月１回事業所内ホールで開催している（主催・運営は民生委員）職員はお手伝いと事

業所の利用者も参加している。 

 民生委員が中心となり、サロンを企画し計画的に運営し、職員も健康増進活動に参画している。 

 
サロンスペースを地域住民に無料開放しており、麻雀やカラオケ、 近ではママ友の集まりにも使

ってもらいながら、親の介護に不安を持っている若い世代の意見収集の場にもなっている。 

 
ボランティアを中心とした活動（石窯パン作り・季節のお菓子作り・畑活動等）があり、その場が

サロンとしての機能も果たしている。 

災害時の福祉避難所等になっている 

 中庭に石窯や炊き出用の炉があり、災害時の食の拠点として機能できる設えとなっている。年に１

回炊き出し訓練も行っている。 

その他 

 ４年前よりコミュニティカフェをオープンし、地域の方へワークショップを開催している。 

 
地域住民が出入りするカフェを併設しており、同じ空間に多様な方が集まることで利用者の刺激に

もなり、地域への啓発にもなっている。実際、地域の団体がカフェでランチをして、施設を見学す

るというケースが定期的にある。 

 
小学校や中学校などへ地域の高齢者に関する内容等について授業参加や教諭向け研修会、事業所見

学、健康啓発活動などを授業の一環として協力している。  

 

■ 地域の医療機関や介護サービス事業者等との連携において特に工夫している取り組み 

図表 2-3-46 連携において特に工夫している取り組み（自由記載） 

1 医療連携室や退院支援ナースの研修・見学を受け入れている。 

2 
医療ニーズのある方、緊急に泊りを必要とする状況が発生した方、被災が予測される方の緊急

短期利用を受けている。 

3 
医療機関から直接の依頼があっても、ケアマネジャーを通すように返し、ケアマネジャーとの

信頼関係を築くようにしている。 

4 利用後の利用者の状況を医療機関やケアマネジャーにフィードバックしている。 

5 一般のサービス利用が可能と予測される場合は状態改善後、居宅に戻している。 

6 
地域の多職種との交流、顔の見える関係性つくりを目的に地域の勉強会や研修会等に管理者は

もとより、看護介護スタッフも積極的に参加している。 

7 
地域で行われる研修会や勉強会に積極的に参加し、事例提供や看多機についての講義を行って

いる。 

- 47 -



8 
可能な事業所や個人に対しては、共通の ICT ツールへの参加を依頼している。ICT を活用する

ことで情報を共有でき、電話連絡の手間が省ける。 

9 
地域の介護事業所ネットワークに参加し、年に 1 回合同の運営推進会議を開催し、地域の課題

について話し合っている。 

10 
退院時には必ず退院前カンファレンスの開催を依頼、毎月報告書・計画書を医療機関に持参し、

口答でも伝えている。 

11 介護支援専門員連絡協議会等で看多機の仕組みについて講義を行っている。 

12 行政や医療・介護連携室等に看多機の特徴と受け入れ態勢を説明し、広報活動を行っている。 

13 
区、市、県など地域別のネットワークに所属し、各職能団体による共催企画の運営、実施などに

参画している。 

14 
地域のクリニックで実施される「デスカンファレンス」「認知症ケアカンファレンス」などへ管

理者と看護師が参加している。  

15 
医療機関などから相談を受ければ、契約の有無にかかわらず、積極的に出向き、相談を受けて

いる。  

16 
それぞれの主治医、医師、NS などの業務、通信、確認方法などを予め把握し手数を軽減してい

る。 

17 
医療機関と定期カンファレンスを開催し、情報共有、方針の確認などを行い、顔の見える関係

を構築している。 

18 
介護サービス事業者とは、運営推進会議を活用し、看多機の状況報告や、お互いの施設見学、行

事への参加など、開かれた形で、看多機のサービスを理解してもらえるようにしている。 

19 
地域の病院とは、カンファレンスのみならず、入院中には、管理者、ケアマネ、看護師などが積

極的に病院に行き、ケースワーカーさんを中心に情報共有を行うようにしている 

20 
運営推進会議の際、地域の介護保険事業所すべてに出席依頼し、看多機の実態を知ってもらう

だけでなく、看多機で支え切れないケースを介護医療院やグループホームにお願いできるよう

協力を求めたり、在宅の困難ケースを受け入れるなど積極的に働きかけている。 

21 
地域の医療機関や介護サービス事業者へ当法人で行う勉強会、講演会への案内を行っている。

また、他の事業所主催の研修会へも積極的に参加し、情報共有を図っている。 

22 医療機関の勉強会に積極的に参加しており、看多機の説明の場を設けてもらっている。 

23 主治医や他サービス事業所との合同の事例検討会を開催している。 
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第３章 生産性を向上し、効率的・効果的 

に安定的なサービス提供へ向けた

マネジメントに関する管理的手法

の検討と手引きの作成 





第３章 生産性を向上し、効率的・効果的に安定的なサービス提供

へ向けたマネジメントに関する管理的手法の検討と手引き

の作成 

 本事業では、前章で示したインタビュー調査等の結果に基づき、経営管理、質管理、

従事者の管理・人材育成、多職種連携、ケアマネジメント、リスクマネジメント等に

関する課題を抽出し、その検討結果をもとに、次頁以降に掲載する「看多機管理者の

ための経営・マネジメントの手引き」を作成した。  
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第４章 まとめ  





第４章 まとめ 

 本事業においては、先駆的に運営を行っている看多機事業所への個別インタビュー、

グループインタビュー等の実施を踏まえ、計画的な事業所開設から利用者への安定的

なサービス提供、従事者の勤務管理や労働環境調整、事業の経営管理に向けた経営マ

ネジメント手法と、利用者の状態像等を一定程度類型化し、事業所が抱えるケースに

応じた実践的なケアマネジメントに関する手引き「看多機管理者のための経営・マネ

ジメントの手引き」の作成を行った。 

 また、作成された手引きを活用した研修会を企画し、令和 2 年 2 月 29 日の開催を

予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止せざるをえなかった。

手引きについては、研修会受講予定者をはじめ、都道府県の関係団体や都道府県看護

協会、都道府県の訪問看護ステーション協議会等、都道府県の介護保険課等に配布す

るとともに、当協会のホームページに掲載し、広く周知を図った。 

 今後、看多機事業所と訪問看護事業所の連携や、看多機事業所での看護と介護の連

携など地域における好事例を情報収集し、継続的に発信していくことが必要である。 

 

 本章では、看多機事業所の現在抱える課題を踏まえて、今後の方向性についてまと

める。 

 

１．看護職と介護職の相互理解の促進：管理者の役割として 

 看多機事業所においては、従事する看護職と介護職の連携が非常に重要である。し

かしながら、日常の業務において、介護職は利用者の生活面からの視点、看護は症状

面からの視点に拠るサービス提供に偏りがちになることもある。 

 そのため、管理者は、利用者に不利益を生じさせることがないよう、看護職と介護

職の間の意識の齟齬が大きくなる前に、それぞれの職能を正しく評価した上で、ケア

マネジャーも含めたスタッフ間のバランスをとることが必要になる。また、単なる情

報の共有だけではなく、職能の相互理解を通じたスタッフの一体感を醸成することが

求められる。 

 人材育成においては、「看護」「介護」「通い」「訪問」「泊まり」「ケアマネジメント」

など、必要なサービス資源がひとつの事業体のもとで提供される看多機事業所ならで

はの、いずれかに偏ることのない業務の達成基準等を検討し、適切に評価することも

重要である。また、交渉力、病態評価力等を有する次世代のリーダーを育成するとと

もに、事業所理念の確実な承継を行うことも期待される。 

 また、事業所内部で全てを解決しようと思うことなく、地域の外部資源の積極的な

活用の視点を持ち、外部機関等との良好な関係性を構築することが求められるところ

である。 
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２．看多機事業所の増加に向けて 

 今後、訪問看護ステーションや小規模多機能介護事業所を経ずに看多機事業所を開

設する事業者の増加が見込まれる中、看多機事業所の増加を確実に促すためにも、複

雑すぎる現行の開設要件や報酬算定ルール等の簡素化を進めるとともに、わかりやす

い Q＆Ａ等の作成を行う必要がある。また、今回の調査から明らかになった制度に対

する課題は、さらに実態把握をしたうえで、利用者や家族など地域のニーズに対応で

きるサービスになるよう、介護報酬改定時に要望として提案する必要がある。 

 

 

３．看多機の魅力の発信 

 本手引きは、先駆的に運営を行っている看多機事業所の運営上の様々な工夫を盛り

込み、これから看多機を開設しようと考える方にもわかりやすいものとして作成した。 

 本手引きの普及によって、看多機事業所の運営における地域格差、情報格差の是正

が期待されるとともに、看多機ならではのフレキシブルな運営方法等について参考に

なるものと期待している。当協会では、今後も、本手引きの普及啓発に努めるととも

に、看多機の魅力を伝えるべく、内容の更新等も検討していくことを予定している。 
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参考資料 

 
  





 

※本調査票は、看護小規模多機能型居宅介護（以下、看多機）事業所の管理者の方がご記入ください。 
※回答の際は、あてはまる番号を○で囲んで下さい。○を付ける数は原則１つです。○を複数に付けていただく場合
は、質問文に「複数回答可」と記載しています。 

※具体的な数値等をご記入いただく部分もあります。該当がない場合には必ず「０」とご記入下さい。 
分からない場合は「－」と記入して下さい。 

※調査時点は、令和元年 6 月 1 日または、質問に記載している期間とします。 

１．貴看多機事業所の概要についてお伺いします。 

1) 貴事業所は、介護保険における訪問看護事業所の
指定を受けていますか。 

1 はい➡利用者数 約（   ）人  2 いいえ 

2) 貴事業所は、居宅介護支援事業所の指定を受けていますか。 1 はい   2 いいえ 

3) 貴事業所は、共生型サービスについて都道府県の指定を受けていますか。 1 はい   2 いいえ 

4) 貴事業所は、基準該当サービスについて市町村の指定を受けていますか。 1 はい   2 いいえ 

5) 看多機事業所開設前の事業実施状況として、該当するもの（複数回答可） 

1 小規模多機能型居宅介護事業所 ➡ 開設年：西暦（      ）年 

2 訪問看護ステーション ➡ 開設年：西暦（      ）年、利用者数（6 月）：約（         ）人 

3 療養通所介護事業所               4 通所介護事業所 

5 その他の介護保険事業（主なもの具体的に：                          ） 

6 介護保険以外の事業（主なもの具体的に：                          ） 

7 実施していた事業はない 

6) 収支の状況（平成 30 年または平成 30 年度） 

1 黒字     2 ほぼ均衡している     3 赤字 

7) 理念や基本方針・運営状況の職員への周知についてどのように取り組んでいますか（複数回答可） 

1 理念や基本方針について事業所内に掲示しており職員がいつでも確認することができる 

2 理念や基本方針について職員会議等において説明し、理解を促すための取り組みを行っている 

3 運営状況について職員会議等において定期的に議題として取り上げ、現状やデータをもとに職員間で 

協議する機会を設けている 

4 運営状況について職員会議等で協議・検討された課題や方針が書面で可視化され、職員間で共有する 

ことができている 

5 その他（                                         ） 

6 理念や基本方針・運営状況の職員への周知について、特に取り組みはしていない 

7) -1 理念や基本方針・運営状況の職員への周知について工夫していることがありましたらご記入ください 

 

8) 看多機事業所の運営上の課題（複数回答可） 

1 看護職員の確保が困難   2 介護職員の確保が困難   3 夜勤スタッフの確保が困難 

4 職員が定着しない      5 人材育成が困難      6 利用者の確保が困難 

7 競合事業所が多い  8 地域住民とのかかわり  9 サービスに理解のあるケアマネジャーがいない 

10 月定額で泊まり、通い、訪問のサービスが回数制限なく利用できるという利用者等の誤解がある 

11 看取りを行う医師がいない   12 往診してくれる医師がいない 

13 医師との関係づくりが難しい  14 資金が不足している  15 赤字になりやすい・採算がとれない 

16 事業所運営について相談できる場所がない   17 行政手続きが複雑で時間を要する 

18 行政の理解不足   19 その他（                                    ） 

看護小規模多機能型居宅介護事業所の概況調査 
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9) 次の項目について、工夫していることがあれば、具体的な内容をご記入ください。（複数回答可） 

1 看護職員の確保       2 介護職員の確保       3 夜勤専門のスタッフの確保 

4 ボランティアの確保     5 通いサービスの回数調整   6 訪問サービスの回数調整 

7 泊まりサービスの回数調整  8 サービス利用のバランスについて利用者の理解を得ること 

9 訪問看護の利用者の受入    10 ＩＣＴの積極的な活用    11 外注・委託の活用 

12 地域住民の理解を得ること 13 ケアマネジャーへの営業    14 医療機関への営業 

15 他の訪問看護ステーションへの営業             16 行政への働きかけ 

17 その他（                                             ） 

9）-1 上記で選択した項目について、特に工夫している取り組みについて、具体的な内容をご記入ください。（３つ

程度） 

番号 取り組みの内容 

  

  

  

10) 看多機はどのような役割・機能を担っていると思いますか。（複数回答可） 

1 医療ニーズの高い方への対応   2 終末期の方への対応   3 認知症の方への対応 

4 自立支援・重度化の防止の実施  5 家族介護力の向上    6 家族介護の負担軽減 

7 地域住民への相談・啓発     8 災害拠点 

9 その他（                             ） 

11) 看多機の経営・運営をしていく中での難しさはどういったものですか。（自由記載） 
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２．貴看多機事業所の職員体制についてお伺いします。 

12) 貴事業所の職員体制についてお伺いします。 

※常勤換算数は「従事者の１週間の勤務延時間数（残業は除く）÷当事業所において常勤の従事者が勤務すべき１週間の時間数（所

定労働時間）」で計算し、小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下第１位まで計上して下さい。該当の職種の職員がいるのに、得

られた結果が 0.1 に満たない場合は、「0.1」と計上して下さい。 

管理者の職種 1 保健師・看護師    2 その他（ 職種：          ） 

 介護職員 

看護師・ 

保健師・ 

准看護師 

介護支援 

専門員 

理学療法士・ 

作業療法士・ 

言語聴覚士 

その他 

常勤換算数    ． 人    ． 人    ． 人    ． 人    ． 人 

実人数 
常勤 人 人 人 人 人 

非常勤 人 人 人 人 人 

13) 登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者としての登録の有無 1 有   2 無 

14) 喀痰吸引等の業務の認定特定行為業務従事者数（実人数） （      ）人 

 

３．貴看多機事業所の介護支援専門員についてお伺いします。 

15) 貴事業所の介護支援専門員の勤務形態について教えてください。 1 専任   2 兼任    

15)－1 兼任の場合、兼務先に○をつけてください。（複数回答可） 

1 看多機の介護職員      2 看多機の看護職員      3 併設の訪問介護事業所の介護職員 

4 併設の訪問看護事業所の看護職員      5 法人内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員 

6 法人内の訪問介護事業所の介護職員    7 法人内の訪問看護事業所の看護職員  

8  3～7 以外の法人内の他事業職員（       ） 9 その他（               ） 

16) 貴事業所の介護支援専門員の役割について教えてください。（複数回答可） 

1 退院前カンファレンスへの参加   2 医療機関・主治医との連絡・調整     3 初回の面接 

4 制度の説明              5 重要事項説明・契約の締結     6 アセスメントの実施 

7 ケアプランの作成         8 サービス担当者会議の実施    9 利用票等の帳票の管理 

10 定期的なモニタリング       11 苦情、事故等への対応     12 家族の相談・支援 

13 利用者獲得のための広報や情報提供等 14 運営推進会議の開催準備 

15 その他（                                        ） 

17) 看多機の介護支援専門員に求める役割について教えてください。（複数回答可） 

1 退院前カンファレンスへの参加   2 医療機関・主治医との連絡・調整     3 初回の面接 

4 制度の説明              5 重要事項説明・契約の締結     6 アセスメントの実施 

7 ケアプランの作成         8 サービス担当者会議の実施    9 利用票等の帳票の管理 

10 定期的なモニタリング       11 苦情、事故等への対応     12 家族の相談・支援 

13 利用者獲得のための広報や情報提供等 14 運営推進会議の開催準備 

15 その他（                                        ） 

18) 実際の役割と求める役割に違いがある場合、その理由はなんですか。（自由記載） 
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４．貴看多機事業所の利用者の状況等についてお伺いします。（短期利用を除く） 

※1 「実利用者数」とは、実際に利用した人数です。1人の方が3回利用した場合も、1人と数えてください。 

 ※2 「人回」は、「1 人」の方が「2 回」利用した場合に、「1 人×2 回=2 人回」となる延べ利用者数の単位です。 
 ※3  連続して宿泊している方がいる場合には、昼間の時間帯は「通い」の利用者として計上してください。 
 ※4 「医療保険による訪問看護」は、貴事業所が訪問看護事業所の指定を受けて、看多機の利用登録者に提供した分を 

記入してください。 

19) 定員等 
登録定員 登録者数 通いの定員（届出） 泊まりの定員（届出） 

人 人 人 人 

20)貴事業所の利用登録者について、令和元年 6 月（1 か月間）の利用者数、延べ利用者数等をご記入ください。 

 

宿泊※3 
実利用者数※1 人 

通い※3 
実利用者数※1 人 

延べ利用者数※2 人回 延べ利用者数※2 人回 

訪問（介護） 
実利用者数※1 人 

訪問（看護） 
実利用者数※1 人 

延べ利用者数※2 人回 延べ利用者数※2 人回 

医療保険によ

る訪問看護※4 

実利用者数※1 人 
 

延べ利用者数※2 人回 

21) 貴事業所の利用登録者の要介護度について人数をご記入ください。 

 
1 要介護 1 人 2 要介護 2 人 3 要介護 3 人 

4 要介護 4 人 5 要介護 5 人  

22) 貴事業所の利用登録者の障害高齢者の日常生活自立度について人数をご記入ください。 

 
1 Ｊ（自立） 人 2 Ａ（室内自立） 人 3 Ｂ（床上自立） 人 

4 Ｃ（寝たきり） 人 5 不明 人  

23) 貴事業所の利用登録者の認知症高齢者の日常生活自立度について人数をご記入ください。 

 

1 自立 人 2 Ⅰ 人 3 Ⅱ 人 

4 Ⅲ 人 5 Ⅳ 人 6 Ｍ 人 

7 不明 人  

24) 以下の利用者の有無と人数をご記入ください。 

 

1 がん終末期 1 有➡（   ）人  2 無 2 がん以外の終末期 1 有➡（   ）人  2 無 

3 神経難病 1 有➡（   ）人  2 無 4 小児（18 歳未満） 1 有➡（   ）人  2 無 

5 退院 1 か月以内 1 有➡（   ）人  2 無  

25) 貴事業所の利用登録者の特別な医療処置について人数をご記入ください。 

 

1 経管栄養法（胃ろうを含む）  人 2 在宅中心静脈栄養法（IVH） 人 

3 点滴・静脈注射 人 4 膀胱留置カテーテル  人 

5 腎ろう・膀胱ろう 人 6 在宅酸素療法（HOT） 人 

7 人工呼吸療法（レスピレーター、

ベンチレーター） 
人 8 在宅自己腹膜灌流（CAPD） 人 

9 人工肛門（ストマ） 人 10 人工膀胱 人 

11 気管カニューレ 人 12 吸引 人 

13 麻薬を用いた疼痛管理 人 14 その他（             ） 人 

15 その他（            ） 人 16 その他（             ） 人 

26) 貴事業所の利用登録者について、訪問看護指示書が発行されている方

はいますか 
1 有➡（    ）人  2 無 
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５．貴看多機事業所の加算等の算定状況についてお伺いします。 

27) 加算等の算定の有無等 

①認知症加算または若年性認知症利用者 

受入加算（令和元年 6 月分） 

1 有➡（Ⅰ：   ）人（Ⅱ：   ）人（若：   ）人 

2 無 

②特別管理加算（令和元年 6 月分） 1 有➡（Ⅰ：  ）人（Ⅱ：  ）人  2 無  

③看護体制強化加算（令和元年 6 月分） 1 有（Ⅰ）  2 有（Ⅱ）  3 無  

④訪問体制強化加算（令和元年 6 月分） 1 有     2 無 

⑤総合マネジメント体制強化加算（令和元年 6 月分） 1 有     2 無 

⑥平成 30 年 7 月～令和元年 6 月の死亡者数 

在宅死亡者数 （    ）人 

施設内死亡者数（    ）人 

その他    （    ）人 

 

 

⑦ ⑥のうち、ターミナルケア加算(介護保険）の算定件数 1 有➡（          ）件  2 無 

⑧ ⑥のうち、医療保険のターミナルケア療養費が算定され 

た利用者数 
（     ）人 

 

６．研修の状況についてお伺いします。 

28) これまでに管理者の方は「マネジメント（経営や人材育成等）」に関

する研修を受講しましたか。 
1 有     2 無 

28）－1 どのような対象の研修ですか。 

1 医療機関の看護管理者研修  2 訪問看護の管理者研修  3 施設の看護管理者研修 

4 介護職員の管理者研修  5 その他（                           ） 

29） 従事者の研修機会は年何回程度ありますか。 

看護職員 平均（    ）回 介護職員 平均（    ）回 

29）-1 従事者の研修について工夫している点や課題等について教えてください。（自由記載） 

 

 

 

30） 貴事業所では e-learning を活用していますか。 1 活用している     2 活用していない 
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７．地域との関わり等についてお伺いします。 

31) 地域との関わり 

（複数回答可） 

1 行政や地域包括支援センターが開催する地域ケア会議等の地域での会議に参加 

している 

2 地域住民等のボランティアの募集・受入を行っている 

3 町内会や自治会に積極的に参画している 

4 地域住民向けの医療・介護相談窓口を行っている 

5 地域住民向けの勉強会や介護予防の取り組みを行っている 

6 地域住民向け在宅看取りの研修を行っている 

7 認知症カフェや喫茶、食堂を行っている 

8 認知症の勉強会・啓発事業を行っている 

9 登録者以外へのサロンの開放を行っている 

10 生活支援サービスの提供（介護者の食事の準備等）を行っている 

11 災害時の福祉避難所等になっている 

12 その他（                              ） 

31）-1 上記で選択した項目について、特に工夫している取り組みについて、具体的な内容をご記入ください。 

（３つ程度） 

番号 取り組みの内容 

  

  

  

32) 地域の医療機関や介護サービス事業者等との連携において特に工夫している取り組みがありましたらご記入

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上で終わりです。記入済みの調査票は、９月２０日（金）までにメールで返信してください。 

ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 
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令和元年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業 

看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者に求められる 

実践的管理手法の開発と研修に関する事業 

報告書 

 

令和２（2020）年３月  

一般社団法人  全国訪問看護事業協会  

〒160-0022  東京都新宿区新宿 1-3-12 壱丁目参番館 401  

電話：03-3351-5898 




